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午前１０時００分 開議

◎開議宣告

○議長（古舘繁夫君） ただいまの出席議員

は１３名であります。

定足数に達しておりますので、これから平

成２４年第２回美幌町議会定例会第５日目の

会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、６番松浦和浩さん、７番上杉晃

央さんを指名します。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましては、第１日目と同

様でありますので、御了承願います。

なお、髙木監査委員、遅参の旨、届け出が

ありましたので、報告をします。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第２ 議案第１２号から

議案第３５号まで

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 議案第１

２号美幌町住民投票条例の制定についてから

議案第３５号平成２４年度美幌町病院事業会

計予算についてまでの２４件を議題としま

す。

順次、提案者から説明を求めます。

説明に当たっては、簡潔に、要点を得た説

明をお願いします。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の１６８ページをお開きいただきたいと思い

ます。

議案第１２号美幌町住民投票条例の制定に

ついて御説明申し上げます。

美幌町住民投票条例を次のように制定しよ

うとするということで、内容につきましては

参考資料のほうで御説明申し上げますので、

参考資料の４ページをお開きいただきたいと

思います。

制定目的でございます。

美幌町自治基本条例第１８条第６項の規定

に基づき、住民投票の実施に関し必要な事項

を定め、町政に関する重要な事項について、

直接住民の意思を確認することにより、住民

の町政への参加を推進し、もって町民主体の

自治を実現することを目的に制定しようとす

るものであります。

制定の内容であります。

まず、第１条の目的でございますが、ただ

いま制定目的で御説明申し上げました内容を

本条例の制定目的としております。

第２条につきましては、町政に関する重要

な事項の規定で、住民投票の対象となるもの

は、町全体に重大な影響を与え、または与え

る可能性のある事項として規定し、対象とな

らない事項として５項目を規定してございま

す。

次に、第３条は、請求資格者及び投票資格

者の規定で、１８歳以上の日本国籍を持って

いる方で引き続き３カ月以上美幌町に住所を

有する人。また、外国人につきましては、１

８歳以上の永住者、特別永住者のほか、定住

者の方で３年を超えて美幌町に住んでいる方

と規定してございます。

第４条は、住民投票の形式の規定で、二者

択一で賛否を問う形式で行うことを規定して

ございます。

第５条につきましては、請求等の制限であ



－ 110 －

りますが、同じ時期に同一内容の住民投票の

請求はできないことを規定してございます。

第６条であります。請求代表者証明書の交

付等の規定で、住民投票の実施を請求しよう

とする代表者は、住民投票実施請求書を町長

に提出し、町長が審査を行った上で請求資格

者と認めた場合は証明書を交付し、その旨を

告示することを規定してございます。

次の第７条は、署名等の収集の規定で、署

名等は、第６条の告示の日から３１日以内で

なければ求めることができないことの規定で

ございます。

次に、第８条では、署名簿の提出等の規定

で、署名された名簿を署名期間満了の日から

５日以内に町長へ提出し、期限を経過した場

合は却下する旨を規定してございます。

第９条でございます。審査名簿の作成の規

定で、審査名簿を策定した日の翌日から５日

間は、その署名簿を関係人の縦覧に供し、異

議の申し立てがある場合については、異議申

し立てを受けた日から３日以内に決定し、申

し出人に通知することの規定でございます。

第１０条は、署名等の審査の規定で、署名

簿の提出を受けてから３０日以内に審査し

て、署名者の総数を告示するとともに、７日

間縦覧に供する規定と、異議申し立て等があ

る場合には、申し出を受けた日から１４日以

内にその結果を通知することを規定してござ

います。

次の第１１条でありますが、住民投票の実

施の請求に係る規定で、請求代表者は、有効

署名総数に達した署名簿の審査を受け、その

署名簿の返付を受けた日から５日以内に限り

住民投票の実施の請求ができることを規定し

てございます。

第１２条でございます。住民投票の実施の

決定に係る規定で、請求を受理した日から５

日以内に住民投票の実施を決定し、請求代表

者または議会議長へ通知するとともに、その

旨の告示をすることを規定してございます。

次に、第１３条であります。住民投票の期

日の規定でございまして、住民投票の期日

は、告示の日から起算して３０日を経過した

日から９０日を超えない範囲で町長が定め、

告示することを規定してございます。

第１４条でございます。情報の提供の規定

で、住民投票に関し必要な情報を広報その他

の方法により住民に提供することを規定して

ございます。

次に、第１５条であります。住民投票運動

に関する規定でございます。住民投票に関す

る投票運動は自由に行うことができる規定

と、買収や脅迫などの禁止行為及び選挙管理

委員会の委員など投票運動を行えない者を規

定してございます。

第１６条は、投票資格者名簿の作成の規定

で、投票資格者名簿を作成し、縦覧に供し、

異議申し出がある場合には異議申し出を受け

た日から３日以内に決定し、申し出人に通知

することを規定してございます。

第１７条は、投票区及び投票所等に係る規

定で、投票日の５日前までに投票区、投票所

及び投票日前投票所等の告示をする旨を規定

してございます。

第１８条は、投票することができない者の

規定で、投票資格者名簿に登録されていない

方や、登録された者であっても、投票当日に

資格がなくなった者を規定してございます。

第１９条は、投票の方法の規定で、無記名

投票とし、憲法改正、国民投票法における投

票用紙の記載方法と同じく、投票用紙に印刷

された賛成、反対の文字に丸をつける方法で

行うことを規定してございます。

第２０条は、期日前投票等の規定で、期日

前投票及び不在者投票を行うことができるこ

とを規定してございます。

第２１条は、開票所等の規定で、開票の場

所及び日時を告示し、開票所に開票管理者と

開票立会人を置くことを規定してございま

す。

第２２条は、投票の効力の規定でございま

して、投票用紙の賛成または反対の文字を二

重線またはバツ等で抹消した場合であっても

投票を有効とする規定でございます。
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第２３条は、無効投票の規定で、所定の用

紙を使わないなど無効とする５項目を規定し

てございます。

第２４条は、投票の結果に係る規定で、投

票結果の通知及び告示行為について規定して

ございます。

第２５条は、投票結果の尊重の規定で、投

票結果について、法的拘束力はありませんの

で、尊重義務を果たすということで規定して

ございます。

第２６条は、再請求等の期間の規定で、住

民投票の結果が告示されてから２年間は同一

事項の住民投票の請求はできないことを規定

してございます。

第２７条は、規則への委任でございます。

施行日につきましては、平成２４年４月１

日からでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 議案の１７７

ページをお開き願いたいと思います。

議案第１３号美幌町乳幼児等医療費の助成

に関する条例及び美幌町重度心身障害者及び

ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例

の一部を改正する条例制定について。

美幌町乳幼児等医療費の助成に関する条例

及び美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭

等の医療費の助成に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定しようとするもの

でございます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

６ページをお開き願いたいと思います。

議案第１３号関係。

条例名、美幌町乳幼児等医療費の助成に関

する条例及び美幌町重度心身障害者及びひと

り親家庭等の医療費の助成に関する条例。

改正目的につきましては、児童福祉法の改

正に伴い、法第２７条第１項第３号中「知的

障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ

児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児

施設」中「知的障害児通園施設」が「障害児

通所施設」へ、その他の施設については「障

害児入所施設」に改められることに伴い、条

例の一部を改正しようとするものでございま

す。

改正内容につきましては、１、美幌町乳幼

児等医療費の助成に関する条例例規類集第７

類第１章第３節の２及び２、美幌町重度心身

障害者及びひとり親家庭等の医療費に関する

助成例規類集第７類第１章第８節の５につき

ましては、それぞれ条例第３条第２項中「知

的障害児通園施設に通所している者を除く」

を削る規定でございます。

根拠法令につきましては、児童福祉法であ

ります。

施行日につきましては、平成２４年４月１

日からであります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

議案の１７８ページをお開き願いたいと思

います。

議案第１４号 美幌町保育所条例及び美幌

町学童保育所条例の一部を改正する条例制定

について。

美幌町保育所条例及び美幌町学童保育所条

例の一部を改正する条例を次のように制定し

ようとするものであります。

記以下につきましては、議案の参考資料の

７ページをお開き願いたいと思います。

議案第１４号関係。

条例名、美幌町保育所条例及び美幌町学童

保育所条例。

改正目的につきましては、美幌町保育所条

例及び美幌町学童保育所条例について、保育

料を減免する規定の追加及び児童福祉法の一

部改正による文言整理のため条例の一部を改

正しようとするものでございます。

改正内容につきましては、１、美幌町保育

所条例例規類集第７類第１章第３節の４であ

ります。

条例第５条中「保育の実施」を「保育所に

おける保育」に改めるもので、これにつきま

しては児童福祉法の一部改正する文言整理で
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あります。

次に、条例第７条、保育料の減免でありま

すけれども、「町長は、保護者が特別の事由

により保育料を納付することができないと認

めた場合は、その保育料の全部または一部を

免除することができる」規定から、「町長

は、特別の事由があると認めたときは、前条

の保育料を減免することができる」の規定に

改めるものでございます。

なお、具体的な基準等につきましては、規

則の第１０条において、保育料の減免につい

て規定しております。

２、美幌町学童保育所条例例規類集第７類

第１章第３節の１４であります。

条例第９条、保育料を減免する規定の追加

でございます。これにつきましても、具体的

な基準については規則の第１０条において、

保育料の減免について規定しております。

根拠法令等につきましては、児童福祉法で

あります。

施行日につきましては、平成２４年４月１

日からであります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

議案の１７９ページをお開き願いたいと思

います。

議案第１５号美幌町子ども発達支援セン

ター条例の一部を改正する条例制定につい

て。

美幌町子ども発達支援センター条例の一部

を改正する条例を次のように制定しようとす

るものでございます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

８ページをお開き願いたいと思います。

議案第１５号関係。

条例名、美幌町子ども発達支援センター条

例。例規類集第７類第１章第３節の１０であ

ります。

改正目的につきましては、障害者制度改革

推進本部における検討を踏まえて、障害保健

福祉施策を見直すまでの間において、障害者

等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律が平成２２年１２月の公布に

より障害児対象とする事業は児童福祉法に基

づいて行われることにより、条文の整理を行

おうとするものでございます。

改正内容につきましては、児童福祉法の改

正により、「児童デイサービス」を「児童発

達支援」に改正するものでございます。

根拠法令等につきましては、児童福祉法で

あります。

施行日につきましては、平成２４年４月１

日からであります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いします。

議案の１８０ページをお開き願いたいと思

います。

議案第１６号美幌町介護保険条例の一部を

改正する条例制定について。

美幌町介護保険条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとするものでござい

ます。

記以下につきましては、議案の参考資料の

９ページをお開き願いたいと思います。

議案第１６号関係。

条例名、美幌町介護保険条例。例規類集

は、第７類第１章の第７節の２であります。

改正目的につきましては、介護保険法に基

づく介護保険料率の改正及び保険料率の特例

を設けるため、条例の一部を改正するもので

ございます。

第５期の介護保険料率の設定について御説

明申し上げます。

第５期の平成２４年度から２６年度までの

介護保険料率については、厚生労働省の第５

期介護保険事業計画に係る介護保険設定に基

づき、美幌町においては美幌町高齢者保健福

祉計画第５期介護保険事業計画策定委員会を

４回開催し、第４期の計画の介護サービス等

の実績を評価、分析し、町民及び事業所のア

ンケートによるニーズ調査を行いました。

その結果、課題を明確にするとともに、そ

れらのニーズに対応すべく、地域の実情に

合った今後の取り組みの方向性を協議し、平
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成２４年度から２６年度までの介護給付費を

見込んだところであります。

具体的には、訪問介護、通所介護等の給付

費等の増、介護報酬の平均１.２％の増の額

の確定、老人福祉施設の整備を見込んだとこ

ろ、第４段階の基準月額が現行の３,２００

円から、第５期におきましては４,１６０円

となったことから、北海道の財政安定化基金

及び美幌町の介護保険基金を繰り入れするこ

とによって、介護保険料率の増額を抑制し、

基準額を３千７００円に改定しようとするも

のでございます。

改正の内容につきましては、平成２４年度

から２６年度までの介護給付に必要な第１号

被保険者の基準価格を改正したことにより、

介護保険法施行令第３８条に基づく保険料に

ついて、厚生労働省の第５期保険料に基づ

き、第４期の平成２１年度から２３年度まで

の本則保険料率を平成２４年度から２６年度

までの本則保険料率に改めるものでございま

す。

なお、表の見方でございますけれども、区

分の中の右側でございます。平成２１年度か

ら２３年度まで本則保険料率と、平成２１年

度からその横の２３年度までの附則保険料率

についてですけれども、第４期の介護保険料

の設定については、この部分が第４期なので

すけれども、介護従事者処遇改善特例交付金

があり、繰り入れする前の保険料を、左側に

なりますけれども本則で定め、交付金を繰り

入れ後の保険料を附則で定める厚生労働省の

通知どおり設定したものでございます。

今回の改正については、一番右側の平成２

４年度から２６年度までの本則の保険料率に

なるものでございます。

この表の中の第４段階、基準額４分の４、

本則では３万８,９１０円、先ほど言いまし

たけれども附則の保険料率では３万８,４０

０円で、基金を繰り入れるときの金額です。

これが実際の第４期の介護保険料率になって

ございます。

今後においては、先ほど説明したとおり、

平成２４年度から２６年度本則については年

間で４万４,４００円になって、月額では３,

７００円になる見込みでございます。

そのほかの所得段階１については、この基

準額の４分の１、第２段階につきましては４

分の２、第３段階につきましては４分の３、

第５段階については４分の５、第６段階につ

いては４分の６の基準額で定めることになっ

てございます。

その下の２、第４段階の保険料率の軽減を

行うため、公的年金等の収入額及び同年の合

計所得の金額が８０万円以下の第１号被保険

者の保険料について、介護保険サービスの基

盤強化のため、介護保険法の一部を改正する

法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措

置に関する政令が、今年度においても平成２

３年１２月２日に改正されたことにより、引

き続き特例を附則で設けることができること

になったことから、第４段階の軽減措置に係

る保険料率を、本則で３万４,０４０円を３

万８,８００円に改めるものでございます。

根拠法令等につきましては、介護保険法、

介護保険施行令であります。

施行日につきましては、平成２４年４月１

日からであります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 議案の１８１

ページをお開きいただきたいと思います。

議案第１７号美幌町民会館条例の一部を改

正する条例制定について御説明申し上げま

す。

美幌町民会館条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとするということで、

内容につきましては、参考資料のほうで御説

明申し上げますので、参考資料の１０ページ

をお開きいただきたいと思います。

資料９、議案第１７号関係。

条例名は、美幌町民会館条例でございま

す。

まず、改正の目的でございます。
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仮称文化ホールの完成に伴い、町民生活及

び文化の向上を図るため、施設を効率的及び

効果的な管理運営を町民会館と一体的に行う

ため、条例の一部を改正するものでございま

す。

改正の内容につきましては、まず第１条の

設置でございますが、仮称文化ホールの整備

に伴い、文化振興について明確に位置づけす

るために条文の整理を行うものでございま

す。

第２条の１についてでありますが、町民会

館の南側の土地について、駐車場用地として

取得したことに伴い、条文の１に「東２条北

４丁目２１番地の２」と「東３条北４丁目７

番地」の２筆を加えるものでございます。

第３条の開館時間でありますが、従来は午

前、午後、夜間、全日の四つの区分により料

金体系を定めておりましたが、今回の改正に

より、１時間単位による料金体系に改正する

ものでございまして、「夜間利用の予約のな

い場合については」という条文について削除

するものでございます。

第７条の使用料の改定でございますが、従

来は、先ほども申し上げました午前、午後、

夜間、全日の四つの区分により料金を設定し

てございましたが、利用実態として短時間の

場合もあり、１時間単位での料金体系にする

ことにより、利用しやすく、また、利用者の

負担軽減にもつながることから、各部屋の利

用料金につきまして、別表第１に掲げる１時

間単位による料金体系に改正するものでござ

います。

別表１の町民会館使用料料金表であります

が、第１ホール「びほーる」の１時間当たり

の使用料は５,０００円であります。

その下の舞台という区分につきましては、

練習のため舞台だけ使う場合の料金として、

１時間当たり１,０００円として設定してい

るものでございます。

楽屋１から楽屋３までにつきましては、舞

台と同時使用する場合は料金を徴収しません

が、楽屋のみ使用する場合の料金設定で、楽

屋１と２は１時間当たり３００円、楽屋３に

ついては、面積が楽屋１、２より大きいの

で、４００円と設定してございます。

また、ギャラリーにつきましては、第１

ホールに入る前の空間で町民会館側のホワイ

エと区分して設定しまして、１時間当たり５

００円と設定いたしたところでございます。

そのほかにつきましては、記載のとおりで

ございます。

さらに、町民会館の食堂部門の使用料につ

きましては、今まで財務規則の行政財産の貸

し付けによる料金を徴収しておりましたが、

今回の改正に合わせまして、新たに別表第２

として町民会館食堂使用料金表を規定するも

ので、１カ月当たり９万円とするものであり

ます。

施行日につきましては、平成２４年４月１

日からでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 議案の１８４

ページをお開きください。

議案第１８号美幌町有林野条例の一部を改

正する条例制定についてを御説明いたしま

す。

美幌町有林野条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとするということで、

記以下につきましては参考資料で御説明いた

します。

参考資料の１１ページをお開きください。

資料１０、議案第１８号関係。

条例名、美幌町有林野条例。

改正目的は、森林法の一部改正に伴い、条

例の一部を改正するものであります。

改正内容は、森林所有者等が作成する現行

の施業計画について、森林法の改正により

「森林経営計画」と改められましたので、改

正するものでございます。

根拠法令等は、森林法です。

施行日は、平成２４年４月１日です。

以上、御説明しましたので、よろしくお願
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いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の１８

５ページをお開きください。

議案第１９号美幌町営住宅管理条例の一部

を改正する条例制定についてを御説明申し上

げます。

美幌町営住宅管理条例の一部を改正する条

例を次のように制定しようとする。

内容につきましては、参考資料で御説明い

たしますので、参考資料の１２ページをお開

きください。

条例名、美幌町営住宅管理条例でありま

す。

改正目的であります。

地域の自主性及び自立性を高めるための改

革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の公布に伴い、公営住宅の一部が改正

され、①同居親族要件の廃止、②入居者の心

身の状況等、特に居住の安定を図る必要があ

る場合の条例委任等の措置がなされ、町営住

宅に係る現行の入居者の資格を維持できるよ

う条例の一部を改正するものです。

改正の内容であります。

次のように改正するもので、第６条に係る

もので、１、同居親族要件。

改正前の制令で定められていた同居親族要

件が廃止され、改正後の法第２３条により条

例で定めることとされました。よって、従来

どおりの入居者資格要件を維持するために、

次のように定めることとします。

(１)入居者の資格。

これまでどおりの同居する親族がいること

を原則とします。

(２)入居の例外規定でございます。

老人、身体障害者、その他の特に居住の安

定を図る必要がある者として、①６０歳以上

の者、②身体障害者等、③戦傷病者、④生活

保護受給者など条例に定めております。

２、入居収入基準。

改正前の政令で定められていた入居収入基

準については、事業主体が条例で定めること

とされました。よって、現行の入居収入基準

を維持するために、次のように定めることと

します。

(１)特に住居の安定を図るべき者は２１万

４,０００円です。該当する者、①入居者ま

たは同居者が一定程度の身体障害者等、②入

居者が６０歳以上の者であり、かつ同居者の

いずれかの者が６０歳以上または１８歳未満

の者である場合、③同居者に小学校就学の始

期に達するまでの者があるなどでございま

す。

(２)は、(１)以外は１５万８,０００円で

ございます。

第５６条に係るもので、３、町営改良住宅

の入居資格であります。第１次一括法に伴う

当該条例改正同様に、同居親族要件、入居収

入者基準について、現行の要件を条例に定め

ることとします。

次の１３ページをお開きください。

４、規定の整備として、上記改正に伴う条

項ずれ等の解消のために、第７条、第１３

条、第２９条に係る文言整理を行っておりま

す。根拠法令等は、公営住宅法、公営住宅施

行令、住宅地区改良法施行令であります。

施行日は、平成２４年４月１日です。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（佐藤庄一君） 議案の１８８

ページです。

議案第２０号美幌町都市公園条例の一部を

改正する条例制定について。

美幌町都市公園条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１４ページをお

開きください。

資料１２、議案第２０号関係。

条例名、美幌町都市公園条例であります。

改正目的ですが、網走川河畔公園パークゴ

ルフ場の使用料の納入に関する取り扱いを明

確にするため、条例の一部を改正するもので
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す。

改正内容です。

別表２にパークゴルフ場の使用料金が規定

されております。

改正前と中段以降の改正後を比較して見て

いただきたいと思います。

改正前、備考３に「６５歳以上７５歳未満

の者のシーズン使用料は５０％減免」と規定

しておりましたが、改正後は表の中に入れま

して、「６５歳以上７５歳未満は１シーズン

２,０００円」と明確に規定をいたしまし

た。

また、実際の運用としまして、身体障害者

の方の使用料は免除しておりましたが、新た

に備考の３に「身体障害者手帳の交付を受け

ている者」と追加規定をし、使用料を徴しな

いことを明確にいたしました。

施行日は、平成２４年４月１日です。

続きまして、議案の１８９ページをお開き

ください。

議案第２１号美幌町図書館条例の一部を改

正する条例制定について。

美幌町図書館条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１５ページをお

開きください。

資料１３、議案第２１号関係。

条例名、美幌町図書館条例です。

改正目的ですが、地域の自主性及び自立性

を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律の制定により、図書

館法が改正され、図書館協議会委員の任命の

基準、定数及び任期、その他図書館協議会に

関し必要な事項について条例で定めることと

されたことから、条例の一部を改正するもの

です。

改正内容は、一つ目としまして、第３項に

「協議会の委員は、学校教育及び社会教育の

関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う

者並びに学識経験のある者のうちから美幌町

教育委員会が委嘱する」を加えるということ

で、図書館法改正により任命基準が削除され

たことから、条例で規定するものです。

二つ目としまして、第４項で委員の定数を

「７名以内」と改めるものです。

三つ目は、第４項を第５項ということで、

第３項の追加による項番号の繰り下げです。

根拠法令は、図書館法及び図書館法施行規

則。

施行日は、平成２４年４月１日です。

続きまして、議案の１９０ページをお開き

ください。

議案第２２号美幌町マナビティーセンター

条例の一部を改正する条例制定について。

美幌町マナビティーセンター条例の一部を

改正する条例を次のように制定しようとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１６ページをお

開きください。

資料１４、議案第２２号関係。

条例名、美幌町マナビティーセンター条

例。

改正目的は、美幌町マナビティーセンター

使用料の減免の規定を整理するものです。

改正内容ですが、町長が減免できる規定の

内容について、「公用または公共的事業等の

ため特別な事由があると認めたとき」を「特

に必要と認めたとき」に改めるものです。

これは、マナビティーセンターの減免の対

象には、従前から社会教育団体である文化連

盟や文化活動を行っているマナビティーセン

ター登録認定サークルなどが含まれておりま

すので、それらの団体が網羅できるよう、現

状に沿った文言整理を行うものであります。

なお、減免対象団体等の詳細につきまして

は、規則で規定することとなります。

施行日は、平成２４年４月１日です。

議案の１９１ページをお開きください。

議案第２３号美幌町博物館条例の一部を改

正する条例制定について。

美幌町博物館条例の一部を改正する条例を

次のように制定しようとする。
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記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の１７ページをお

開きください。

資料１５、議案第２３号関係。

条例名、美幌町博物館条例。

改正目的は、議案第２１号の美幌町図書館

条例の改正と同様に、地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の制定により、博

物館法が改正され、博物館協議会委員の任命

の基準、定数及び任期、その他博物館協議会

に関し必要な事項について条例で定めること

とされたことから、条例の一部を改正するも

のです。

改正内容ですが、一つ目は、博物館法の条

項が変わったことにより、法第２０条に変更

とし、「博物館協議会」を正式名称である

「美幌博物館協議会」とするものです。

二つ目は、第３項に「協議会の委員は、学

校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向

上に資する活動を行う者並びに学識経験のあ

る者のうちから美幌町教育委員会が委嘱す

る」を加えるということで、博物館法改正に

より任命基準が削除されたことから、条例で

規定するものです。

三つ目は、第４項で、委員の定数を「１０

名以内」と改めるものです。

四つ目は、第４項を第５項ということで、

第３項の追加による項番号の繰り下げです。

根拠法令は、博物館法及び博物館法施行規

則です。

施行日は、平成２４年４月１日です。

以上、御説明をいたしました。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 議案の１９

２ページをお開きください。

議案第２４号美幌町公営企業の剰余金の処

分等に関する条例の制定についてを御説明申

し上げます。

美幌町公営企業の剰余金の処分等に関する

条例は、次のように制定しようとする。

内容につきましては、参考資料で御説明い

たしますので、参考資料の１８ページをお開

きください。

条例名、美幌町公営企業の剰余金の処分等

に関する条例。

地方公営企業法第３２条の一部改正によ

り、法定積立金、減債積立金と利益積立金の

積み立て義務が廃止され、また、条例等によ

り利益及び地方の剰余金の処分が可能となる

ため、新たに条例を制定して対応するもので

あります。

制定目的であります。

地域の自主性、自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する

法律の公布により、地方公営企業法の一部が

改正され、利益の処分または資本剰余金の処

分手続等に係る資本制度が見直されました。

地方公営企業がそれぞれの経営判断に基づき

処分できることとなったため、条例を制定す

るものです。

なお、本条例は、水道事業及び病院事業を

対象として制定するものです。

制定内容であります。

１、利益の処分。

減債積立金及び利益積立金への積み立て義

務が廃止され、条例または議会の議決を経て

処分が可能とすることとします。

(１)２０分の１を下らない金額を減債積立

金または利益積立金として積み立て、あとの

残額は議会の議決により処分可能とします。

２、資本剰余金の処分。

条例または議会の議決は必要となるが、円

滑な事務処理の推進のため、条例に規定する

ことにより現行法と同様の処分が可能とする

こととします。

(１)補助金により取得した資産を滅失した

場合は処分が可能。

(２)利益をもって繰り越した欠損を補てん

し切れなかった場合は処分可能とします。

根拠法令は、地方公営企業法、地方公営企

業法施行令であります。

施行日は、平成２４年４月１日でありま

す。
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続きまして、議案の１９４ページをお開き

ください。

議案第２５号美幌町水道給水条例の一部を

改正する条例制定についてを御説明申し上げ

ます。

美幌町水道給水条例の一部を改正する条例

を次のように制定しようとする。

内容につきましては、参考資料で御説明い

たしますので、参考資料の１９ページをお開

きください。

改正目的であります。

近年の水需要の減少、特に大口業務用の使

用水量が落ち込む中、長期的に安定的な企業

経営を実現するため、水の供給量に余裕があ

る範囲内で大口使用者の水需要の増加を促進

するための特約的な料金を設定するため、条

例の一部を改正するものであります。

改正内容であります。

１、個別需給給水契約の規定を加えること

とします。

（１）、水道需要管理者に定める水量を超

えて使用する者（大口使用者)と個別需要給

水契約を結べる旨を第２８号の２の第１項で

規定しております。

（２）、個別需給給水契約を結んだ者に対

して、渇水時等に使用可能な水量を制限でき

る旨を第２８条の２の第２項で規定しており

ます。

（３）、個別需給給水契約時における水道

料金（超過料金）を次のとおり、第２８条の

２第３項で規定しております。

大口使用者として個別需給給水契約の適用

対象者とは、本町の水道を継続して１年以上

使用している者のうち、本契約の申し込み前

３年間に条例第２１条の規定により設置され

た一つのメーターにつき、一月当たり１,０

００立方メートル以上の使用実績が一月以上

あり、かつ本契約申し込み後も引き続き一月

当たり１,０００立方メートル以上の使用が

見込まれる者としております。ただし、本町

水道以外の水道施設からの転換、地下水から

の転換です。一月当たり１,０００立方メー

トル以上の使用が見込める者も含んでおりま

す。

超過料金表中の契約水量とは、本契約の申

し込みの直近３年間の各年における最大月最

大使用料の平均に８割を掛けたものが契約水

量です。この本契約の申し込み直近３年間の

各年における最大月最大使用料水量の平均を

基準水量と言っています。ただし、契約水量

が１,０００立方メートルに満たない場合は

１,０００立方メートルとします。

調整水量とは、１日当たりの使用可能な水

量から１日当たりの基準水量を控除した量の

３０％から９５％の範囲内で管理者が定めた

水量であります。

施行日は、平成２４年４月１日でありま

す。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育部長。

○教育部長（佐藤庄一君） 議案の１９６

ページです。

議案第２６号指定管理者の指定について。

美幌町公の施設にかかわる指定管理者の指

定手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の２０ページをお

開きください。

資料１８、議案第２６号関係。

指定管理者の指定についてです。

まず、選定の経過について御説明いたしま

すが、今回の指定管理につきましては、指定

手続条例第２条に基づき公募を行っておりま

す。

募集期間は、昨年の１２月２日から１２月

２１日までの２０日間で、その結果、現在、

指定管理者となっています美幌町体育協会１

団体のみからの応募があったところです。

その後、指定手続条例第４条により、こと

しの１月１３日に６名の選定委員による指定

管理者選定委員会を開催いたしまして、申請
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内容などを審査しました結果、美幌町体育協

会については指定管理者として６年の実績が

あり、施設の管理運営計画、職員体制、さら

には施設の有効活用、収支計画など選定基準

と照らし、引き続き施設の管理を行う団体と

して適当と認められたことから、満場一致で

選定されたところであります。

施設の名称、美幌町あさひ体育センター及

び美幌町テニスコート。

施設の所在、美幌町字稲美１３７番地７。

指定管理者、美幌町字西１条南５丁目、特

定非営利活動法人美幌町体育協会会長、鶴野

宏です。

施設の概要は、記載のとおりです。

選定の理由ですが、美幌町あさひ体育セン

ター及び美幌町テニスコートは、町民の体育

振興と健康増進を図るために設置された施設

であり、施設の効果を最大限生かした維持管

理及び地域住民の声が反映される管理を行う

ことができる美幌町体育協会を選定いたしま

した。

指定期間は、平成２４年４月１日から平成

２７年３月３１日までの３年間です。

業務の範囲は、１、施設及び設備等の維持

管理に関すること、２、施設の利用許可、そ

の他利用に関すること、３、利用料金に関す

ること、４、施設の運営に関して教育委員会

が必要と認める業務に関することでありま

す。

利用料金。

美幌町あさひ体育センターにつきまして

は、次のページ、２１ページの料金表のとお

りであります。また、美幌町テニスコートに

ついては記載のとおりであります。

根拠条例は、美幌町公の施設にかかわる指

定管理者の指定手続等に関する条例及び美幌

町スポーツ施設条例です。

続きまして、議案の１９７ページをお開き

ください。

議案第２７号指定管理者の指定について。

美幌町公の施設にかかわる指定管理者の指

定手続等に関する条例第６条の規定により、

次のとおり指定管理者の指定を行うものとす

る。

記以下につきましては、参考資料で御説明

いたしますので、参考資料の２２ページをお

開きください。

資料１９、議案第２７号関係。

指定管理者の指定についてです。

選定経過につきましては、議案第２６号と

同様ですので、省略させていただきます。

施設の名称、美幌町Ｂ＆Ｇ海洋センター。

施設の所在、美幌町字大通南５丁目８番

地。（「説明省略」と呼ぶ者あり）

指定管理者、美幌町字西１条南５丁目、特

定非営利活動法人美幌町体育協会会長、鶴野

宏です。

以上、御説明を申し上げました。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩をいたしま

す。再開を１１時といたします。

午前１０時５０分 休憩

────────────────

午前１１時００分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 議案の１９８

ページでございます。

議案第２８号平成２４年度美幌町一般会計

予算について御説明申し上げます。

平成２４年度の各会計予算書の５ページを

お開きいただきたいと思います。

平成２４年度美幌町一般会計予算について

御説明申し上げます。

平成２４年度美幌町の一般会計の予算は、

次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ９３億９,７１９万３,０００円と定

める。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定によ
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り債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担

行為」で御説明申し上げます。

地方債。

第３条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第３表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第４条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借り入れ最高額

は、２５億円と定めるものでございます。

それでは、１０ページ、１１ページをお開

きいただきたいと思います。

第２表、債務負担行為であります。

債務負担行為は、数年度にわたる債務を負

担する契約を結ぶなど将来の財政負担を約束

する行為で、平成２４年度以降に係る事業等

について、その期間及び限度額を設定するも

のであります。

まず、一番上の庁舎リソグラフ借上料であ

りますが、これは、平成１４年に導入しまし

た庁舎の印刷機でありますが、これの更新で

ございます。期間は平成２４年度から２８年

度までの５年間で、限度額は９８万８,００

０円でございます。

次に、救急告示公的病院等運営費補助金で

あります。これは、救急告示公的病院等と美

幌・津別広域事務組合との円滑な連携のも

と、救急隊員が脳卒中等の症状があると判断

した場合、直接救急告示病院である網走脳神

経外科病院または北見の道東脳神経外科病院

に直接搬送するシステムを開始したことによ

りまして、救急医療の安定的確保及び脳疾患

による障害の軽減並びに医療費の削減を図る

ため、社会医療法人明生会に対し運営費の一

部について助成するもので、期間は平成２４

年度から３３年度までの１０年間で、限度額

は４,５００万円であります。

次に、農業経営基盤強化資金利子補給であ

ります。これは、スーパーＬ資金の利子補給

で、本年度は５件を見込み、期間は平成２４

年度から２９年度までの６年間で、限度額に

つきましては６２万２,０００円でございま

す。

次に、畑地帯総合土地改良事業美幌豊栄地

区分担金でありますが、これは、平成２４年

度から新規に実施いたします豊幌、登栄、美

富、野崎、駒生の一部の地区における区画整

理、暗渠排水、客土、除れき等の農業基盤整

備事業に係る２０％の分担金で、期間につき

ましては平成２４年度から事業の完了年度ま

で、限度額は、土地改良法に基づく負担金額

であります。

次に、手押しロータリ除雪機購入でありま

す。これは、平成７年に導入したものの更新

でございまして、備荒資金組合から購入する

ものであります。期間は平成２４年度から平

成２８年度までの５年間の償還で、限度額は

３０６万８,０００円でございます。

次に、機械警備委託料（中学校）で、これ

は、美幌中学校が旧美幌高校の校舎へ移転す

るに伴う学校の機械警備に係る整備で、期間

は平成２４年度から平成２８年度までの５年

間で、限度額は２２６万８,０００円であり

ます。

次に、自動体外式除細動器借上料（中学

校）で、これは、美幌中学校及び北中学校に

おけるＡＥＤの借上料の更新であります。そ

れぞれ１台ずつ借り上げするもので、期間は

平成２４年度から２８年度までの５年間で、

限度額は４９万６,０００円でございます。

次に、１２ページをお開きいただきたいと

思います。

第３表、地方債でございますが、平成２４

年度に実施します各事業に要する財源の一部

として地方債に求めるものでございます。

まず、北海道総合行政情報ネットワーク更

新整備事業で、限度額は１８０万円でござい

ます。これは、災害時の通信手段として、北

海道、総合振興局、市町村が地上系と衛星系

の二つの通信ルートで防災行政無線を構築し

ておりますが、整備後１５年が経過したこと
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から、平成２４年度より２カ年で更新するも

のでございまして、新年度におきましては、

情報伝達システムのソフト、パソコン、プリ

ンター、着信灯などを導入するもので、地方

債名は一般単独事業債の防災対策事業で、充

当率は７５％、後年度元利償還金の３０％が

交付税措置されるものであります。

次に、水道未普及地域解消事業で、限度額

は７,８３０万円であります。これは、水道

事業会計が実施いたします豊幌地区の水道未

普及地域解消事業について、繰り出し基準に

基づき建設改良費の３分の１を一般会計から

水道事業会計へ出資する財源として地方債に

求めるものでございまして、地方債名は公営

企業債で、充当率は１００％、後年度元利償

還金の５０％が交付税措置されるものであり

ます。

次に、農業生産基盤整備事業で、限度額は

６４０万円でございます。これは、田中地区

及び豊栄地区の道営畑地帯総合土地改良事業

の区画整理に係る分で、地方債名は公共事業

債等で、充当率は、通常分が５０％、財源対

策分が４０％の計９０％であります。このう

ち財源対策債に係る分について、後年度、元

利償還金の５０％が交付税措置されるもので

あります。

次に、食料供給基盤強化特別対策事業で、

限度額は２,３００万円であります。これ

は、田中地区における畑地帯総合土地改良事

業の暗渠、客土、除れき、同じく豊栄地区の

暗渠、さらに、美禽地区における経営形態育

成基盤整備事業の暗渠と客土の実施に伴うパ

ワーアップ分でございまして、地方債名は北

海道振興基金、充当率は７５％、交付税措置

はございません。

次に、特定間伐等促進事業で、限度額は

１,５９０万円であります。これは、平成２

３年度から平成３２年度までの１０年間、未

来につなぐ森づくり事業として実施されるも

ので、公共造林事業として実施された植林の

うち、町が事業費の２６％を補助した場合、

２６％のうち１６％について道から市町村に

対し助成され、その補助残が起債対象となる

ものでございます。今年度は、民有林が２５

０ヘクタール、町有林が２４.１ヘクタール

予定してございます。なお、地方債名は一般

補助施設整備等事業債で、充当率は１００

％、後年度元利償還金のうち３０％について

特別交付税で措置されることとなってござい

ます。

次に、除雪トラック等整備事業で、限度額

は１,７３０万円であります。これは、平成

２年に導入しました除雪トラックの更新で、

地方債名は辺地債、充当率は１００％であり

ます。後年度、元利償還金の８０％が交付税

措置されるものであります。

次に、公営住宅灯油集中供給設備改修事

業、限度額は１,９１０万円であります。こ

れは、町の公営住宅の各階に灯油の供給設備

のついていない４団地について、社会資本整

備交付金事業により灯油集中供給設備を２カ

年で設置するものでありまして、新年度は仲

町団地の８０戸、三橋南団地８０戸、美富団

地８０戸、計１１棟の２４０戸分でありま

す。地方債名は公営住宅建設事業債で、充当

率は１００％、交付税措置はございません。

次に、埋蔵文化財発掘調査事業で、限度額

は１８０万円でございます。これは、田中地

区の道営畑総事業の所在地調査、試掘調査を

実施するもので、地方債名は北海道振興基

金、充当率は７５％で、交付税措置はござい

ません。

次に、文化ホール整備事業で、限度額は１

億５,７１０万円でございます。これは、昨

年からの債務負担行為で実施しております町

民会館第１ホールの整備で、鉄骨造一部鉄筋

コンクリート造２階建て、１階が２,０２２.

８７平米、２階が４４２.２６平米、合計２,

４６５.１３平方メートルを整備するもの

で、地方債名は一般単独事業債で、充当率は

７５％、交付税措置はございません。

最後の臨時財政対策債で、限度額は４億

３,７７０万円であります。これは、交付税

制度の見直しによりまして、交付税の不足分
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の一部を地方自治体の地方債に振りかえられ

るもので、充当率は１００％であります。後

年度に、この元利償還金の１００％が交付税

措置されるものであります。

以上、本年度の借り入れいたします地方債

の総額は７億５,８４０万円を予定し、計上

いたしたところであります。

次に、７５ページをお開きいただきたいと

思います。

歳出でございます。

議会費で、総額は８,８１６万３,０００円

でございます。

議会運営費の上から４行目、議員共済費等

で２,３５３万１,０００円でありますが、昨

年の６月１日をもって議員年金制度が廃止さ

れましたが、経過措置として、毎年度、現職

議員の標準報酬総額に応じ地方公共団体が公

費で負担することとなったもので、今年度は

１００分の５７.６の負担率となってござい

ます。

この議員共済負担分と、一番下でございま

す。交付金、政務調査費交付金３３６万円で

ございます。これは、昨年の１月に制定され

ました美幌町議会の政務調査費の交付に関す

る条例に基づき、議員１人当たり月額２万円

の政務調査費１４名分でございます。

この二つの部分につきましては、昨年度は

年度途中による補正予算で計上いたしたこと

から、今年度は議会総額で約２,０００万円

ほど増となってございます。

次に、７７ページをお開きいただきたいと

思います。

総務費で、総額４億４,８２９万５,０００

円でございます。

一番上の一般事務費の非常勤職員報酬１６

万８,０００円でございますが、これは、特

別職報酬審議会７名分の４回分、さらに、職

員懲戒処分審査委員２名分の１回分を計上し

てございます。

その下の、４段飛びまして臨時職員賃金で

あります。２１０万７,０００円、これにつ

きましては、パートの電話交換手２名の賃金

及び新規採用職員の見習い賃金３名の１５日

分を計上してございます。

その欄の下のほうに庁用備品８３万２,０

００円とございます。これにつきましては、

文書管理体制の適正化と事務の効率化を図る

ためファイリングシステムを導入するため、

新年度は総務グループをモデル的に実施する

もので、バーチカルキャビネットを購入する

ものでございます。

その他につきましては、昨年度と大きく変

わりございません。

次に、７９ページをお開きいただきたいと

思います。

このページの真ん中ほどに５、行政改革推

進事業費、非常勤職員報酬２５万２,０００

円とございます。これにつきましては、行政

改革推進委員会の体制の見直し及び第５次の

行政改革実施計画策定のために、開催回数を

４回計上したところでございます。

次の欄の広報広聴事業費の上から４行目に

なります。業務委託料、広報作成業務委託料

５５７万円でございます。これにつきまして

は、新年度よりホームページ作成委託につい

て、電算管理費のほうへ移行したことにより

まして、約２５０万円ほど減となってござい

ます。

次に、８１ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目の庁舎管理事業費の通信運搬

費２８万円、それと手数料１４万８,０００

円、さらに、二つ飛びましてＰＣＢ廃棄処分

委託料２２５万１,０００円の計上でござい

ます。これにつきましては、ＰＣＢ特別措置

法に基づき、北海道では道内三つのブロック

に分けて、平成１９年度より年度ごとに区分

し、処理してきておりますが、オホーツク振

興局管内につきましては、平成２４年度から

２８年度までの間で処理することとなってお

り、新年度ではＰＣＢ廃棄物のうちコンデン

サの処理を実施するものであります。本町で

は、庁舎及び旧衛生センターに設置してあり

ましたコンデンサ４台の処分料であります。
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処理につきましては、室蘭にあります日本

環境安全事業株式会社、ＪＥＳＣＯで行われ

るため、運搬料として１台当たり７万円、合

計２８万円を通信運搬費で、さらに、ＰＣＢ

登録料として１台当たり２,０００円で、合

計８,０００円について委託料に計上してい

るものでございます。

次に、８３ページをお開きいただきたいと

思います。

上の段の中ほどに車両１６６万８,０００

円とございます。これにつきましては、公用

車の台数不足解消のため、ライトバンタイプ

の公用車１台を購入するものでございます。

その下の、この段の下から３行目、賠償金

１９０万円でございます。これにつきまして

は、町有財産の管理に起因する損害賠償金と

して１００万円を、さらに、公用車の事故等

によります損害賠償金として９０万円、合計

１９０万円を計上させていただいておりま

す。

その下の償還金利子及び割引料の１０７万

４,０００円でございます。これは、平成２

２年に導入いたしました多目的ワゴン車の備

荒資金組合への償還金でございます。

次の段の一般事務費の一番下になります。

積立金５２万４,０００円でございますが、

ふるさとづくり基金の利子の積み立てでござ

います。

この段の一番下、４、国内外交流事業費、

各種研修等報酬８５万６,０００円でござい

ますが、これにつきましては、ケンブリッジ

交換留学の高校生２名の派遣及び２名の受け

入れに対する報償費として４６万６,０００

円、さらに、国際交流委員会が隔年で実施し

ておりますフィリピンへの交流事業に参加し

ます６名の高校生に対し、渡航旅費の一部と

して３９万円を計上したものでございます。

次に、８５ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目になります。生活バス路線維

持事業費の一番下、積立金１３万５,０００

円でありますが、代替輸送確保対策事業基金

の利子の積み立てでございます。

その下の会館管理運営事業費の中ほどにＰ

ＣＢ廃棄処分委託料６０万円とあります。こ

れも、庁舎管理のところで説明申し上げまし

たとおり、ＰＣＢの特別措置法に基づく町民

会館に設置してありますＰＣＢの廃棄物、コ

ンデンサの処理委託料でございます。

その下の舞台設備等操作業務委託料４２３

万１,０００円でございます。これは、文化

活動の拠点施設として、町民待望の文化ホー

ルが本年６月に完成いたしますが、管理運営

体制につきましては、新たに舞台の機構、音

響、照明の技術者を育成するため専門業者に

委託するもので、６月からを予定しているも

のでございます。

次に、８７ページをお開きいただきたいと

思います。

上から４段目、冷暖房換気設備保守点検委

託料７２万４,０００円でございますが、こ

れも町民会館第１ホールに係る冷暖房及び換

気設備の保守点検委託料でございます。

次の交通安全対策推進事業費の下から２段

目、積立金６万３,０００円につきまして

は、交通安全推進基金の利子の積み立てでご

ざいます。

次の住民活動推進事業費の上から５行目、

修繕料１０９万９,０００円でございます

が、これは、三橋南集会室の玄関スロープ及

び地域用水広報館の消防設備の改修と集会室

における修繕料でございます。

次に、８９ページをお開きいただきたいと

思います。

一番上の庁舎備品２０万６,０００円でご

ざいますが、東町集会室のストーブの更新を

予定しているものでございます。

次の段の財政調整基金積立金、積立金１億

４２８万７,０００円でございます。一つに

は、財政調整基金及び公共施設整備基金並び

に減債基金の三つの基金に係る利子の積み立

てとして８２８万６,０００円、さらに、寄

附金の科目設定として１,０００円、それ

と、国保病院の高度医療機器更新に伴う今後
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の繰り出し分として、公共施設整備基金へ

９,６００万円積み立てするものでございま

す。

次の電算管理事業費の下から２行目、電算

業務処理委託料４５８万７,０００円でござ

います。これにつきましては、先ほど広報広

聴事業で御説明申し上げましたが、新年度よ

りホームページの作成委託料について、電算

管理事業費へ予算の組みかえをいたしますも

のと、納付書等の消し込み処理業務を行うた

め、前年度より約２５０万円ほど増となって

いるものでございます。

一番下の防災活動推進事業費の社会保険料

３７万４,０００円と、その下の嘱託職員賃

金２４３万４,０００円につきましては、新

年度、地域防災計画を見直すため、嘱託職員

を１名配置し、防災計画を策定するものでご

ざいます。

次に、９１ページをお開きいただきたいと

思います。

真ん中の辺に北海道総合行政情報ネット

ワーク更新整備負担金２４２万９,０００円

とございます。これは、先ほど地方債のとこ

ろで御説明申し上げました防災行政無線の更

新でございます。

次に、９３ページをお開きいただきたいと

思います。

下の段になります。戸籍住民基本台帳事務

の業務委託料４０６万７,０００円でござい

ます。これにつきましては、戸籍の電算シス

テム導入時にデータ入力に要した委託料につ

きまして、５年分割により支出してまいりま

したが、昨年度終了したことに伴いまして、

業務委託料が昨年度に比べ１,２６０万円ほ

ど減となってございます。

次に、９５ページをお開きいただきたいと

思います。

このページ、昨年と変わりありませんが、

選挙費につきましては、前年度の知事及び道

議会議員並びに町長及び町議会議員の選挙費

がなくなったことにより廃目となっているも

のでございます。

次に、９７ページをお開きいただきたいと

思います。

上から２段目、地籍調査事業費の業務等委

託料、地籍調査事業委託料１,１０５万１,０

００円でございます。これは、地籍の電算化

を図るため、平成２３年度から平成２５年ま

での３年間で地籍の座標等の数値情報化の業

務委託料として９５０万１,０００円を、さ

らに、豊岡の路線変更に伴う現地確認調査委

託料として１３０万円、さらに、地籍修正図

更正業務委託料として２５万円の計上でござ

います。

次に、９９ページをお開きいただきたいと

思います。

民生費でございます。総額は２０億４,６

９９万６,０００円でございます。

一番上の段の一般事務費の中ほど、１０行

目になります。機械器具３０４万５,０００

円でございます。これは、平成２１年度より

５カ年計画で、高齢者住宅の間口の除雪対策

として小型除雪機を２１台導入し、各自治会

のたすけあいチームへ貸与するものでござい

まして、昨年度までに１１台が導入され、新

年度は社会資本整備総合交付金により５台を

導入するものでございます。

その段の中ほどに積立金１７１万８,００

０円とございます。これにつきましては、社

会福祉基金の利子の積み立てでございます。

その段の一番下になります。３、他会計負

担事業、繰出金、国民健康保険特別会計繰出

金１億７,０２８万８,０００円でございま

す。これにつきましては、国保基盤安定支援

分として１億１,１０３万９,０００円、事務

費の負担分として２,３５６万３,０００円、

出産一時金分として９８０万円、国保財政安

定化支援分として２,５８８万６,０００円に

ついて、一般会計から繰り出すものでござい

ます。

次に、１０１ページをお開きいただきたい

と思います。

上から５行目の業務等委託料のさらに３行

目、耐震診断委託料３７６万３,０００円で
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ございます。これは、コミュニティセンター

は昭和５６年に建設され、老朽化が進み、災

害時の避難施設にもなっていることから、安

心で安全な公共施設として、また、施設の延

命を図るため、耐震診断を実施するものでご

ざいます。

次の段の一般事務費の緑の苑移転改築事業

補助金３,１１６万６,０００円でございま

す。これにつきましては、平成２２年度に経

営移譲しました特別養護老人ホーム緑の苑

は、社会福祉法人恵和福祉会による移転改築

が本年２月に完成したことに伴い、多床室３

０床分の施設整備に係る補助金として、新年

度より１０年間助成するものでございます。

次の低所得利用者負担額軽減事業補助金４

６７万８,０００円につきましては、低所得

者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人

による利用者負担の軽減制度事業で、所得段

階２及び３の利用者で一定要件に該当する場

合、介護施設利用料の１割と初期費、居住費

の２５％の軽減に対して助成するものでござ

います。

次の緑の苑ユニット型個室利用者負担激変

緩和事業補助金１,４２１万円につきまして

は、個室ユニット利用者の居住費の利用負担

が増加することに伴い、急激な上昇を抑える

ため５年間で調整するため、利用者へ助成す

るものでございます。

次の緑の苑多床室運営費補助金１９７万

１,０００円につきましては、ユニット型個

室と多床室の介護報酬の差額分を１０年間、

実績に応じて助成するものでございます。

次の２の在宅福祉事業の一番下、機械器具

９４万１,０００円でございますが、緊急通

報装置１６台分の計上でございます。

次に、１０３ページをお開きいただきたい

と思います。

上から３行目の扶助費の、一つ飛びまして

住宅改修費助成１３５万円でございます。こ

れは、介護保険制度及び障害者自立支援制度

利用者以外の高齢者や身体障害者に対しまし

て、手すりや段差解消等の住宅改修に係る助

成で、限度額は、工事費の上限が１０万円

で、その９割を助成するもので、今年度は１

５件分を計上いたしたものでございます。

このページの一番下になります。

５、施設措置事業費、扶助費、老人保護措

置費４,５２１万１,０００円でございます。

これは、美幌町の町民が町外の養護老人福祉

施設に入所しております２２名の方と現在相

談を受けております３名の方を見込み、合計

２５名の方に対する措置費であります。

次に、１０５ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の後期高齢者医療費の負担金の療養

給付費負担金２億２,５００万２,０００円で

ございます。これにつきましては、後期高齢

者医療広域連合で支払いする医療給付費に要

する町の公費負担分で、国が６分の４、道が

６分の１、町が６分の１を負担するものであ

ります。

その下の他会計負担事業費の繰出金、後期

高齢者医療特別会計繰出金８,３６６万２,０

００円でございます。これにつきましては、

保険料の軽減に係る保険基盤安定分として

６,０７９万２,０００円、広域連合市町村負

担分として９０６万８,０００円、市町村事

務費負担分として１,３８０万２,０００円に

ついて、一般会計から繰り出しするものであ

ります。

その下の介護保険特別会計繰出金２億３,

６８７万１,０００円でございますが、これ

は、介護給付に対するルール分として１億

６,７７９万９,０００円、人件費、その他の

経費として４,８０７万２,０００円、包括的

支援事業及び任意事業分として２,０５６万

１,０００円、さらに、介護予防事業分とし

て４３万９,０００円を一般会計から繰り出

すものでございます。

一番下の段になります。一般事務費の５行

目、事務事業協力報償２８万６,０００円で

ございますが、これは、自殺対策緊急強化推

進事業により、北見の日赤の精神保健福祉士

による心の健康相談を月１回開催するため、
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相談員に対する報償と自殺対策講演会の講師

報償、さらに、知的障害、身体障害者の相談

員２名に対する報償でございます。

次に、１０７ページをお開きいただきたい

と思います。

上から５行目、補助金の、一つ飛びまして

北海道療育園美幌療育病院開設準備補助金

３,３００万円でございます。これにつきま

しては、北海道療育病院の開設に伴う補助金

で、平成２５年まで助成するもので、今年度

で９年目でございます。

次に、真ん中の辺になります。３、障害者

自立支援事業費の業務委託料の、一つ飛びま

して地域生活支援業務委託料３,３２１万９,

０００円でございます。これにつきまして

は、相談支援事業分として８４１万１,００

０円、、コミュニケーション事業分として１

０万２,０００円、移動支援事業分として６

７８万円、日中一時支援事業分として８６７

万６,０００円、地域活動支援センター事業

委託として７５０万円、訪問入浴サービス業

務委託分として１７５万円の委託料でござい

ます。

それから、６行目になります。障害者等交

流活動センター支援事業委託料２８３万６,

０００円でございます。これにつきまして

は、緊急雇用創出推進事業によりまして、障

害者が土曜、日曜、祝日に気軽に集える交流

活動センターにおいて、菜の花栽培による食

品製造を行うため、支援員２名を雇用し、障

害者の交流の場を確保するもので、手をつな

ぐ育成会への委託料でございます。

その下の障害者廃棄物選別作業支援事業委

託料１４９万１,０００円でございます。こ

れも緊急雇用創出推進事業によりまして、廃

棄物処理場において、障害者の方がペットボ

トルの選別作業をするに当たり、その指導員

１名を雇用して、障害者の雇用の場を確保す

るために行うもので、ＮＰＯ法人えくぼ福祉

会への委託でございます。

次の障害者居宅サービス支援事業委託料１

７７万７,０００円でございます。これも緊

急雇用創出推進事業によりまして、放課後等

児童デイサービスに加え、居宅介護サービス

事業で療育的な支援を行うため保育士１名を

雇用するものでございまして、ＮＰＯ法人マ

イスペース美幌への委託料でございます。

次に、１０９ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の自立支援医療給付費４,０２９万

６,０００円でございます。これは、人工透

析に伴う通院、薬剤、入院、生活保護等に対

する医療給付費でございます。

一つ飛びまして、介護給付費・訓練等給付

費４億３,２５５万６,０００円でございま

す。これにつきましては、障害者自立支援法

の改正に伴い、新たな制度として創設されま

した視聴覚障害者に対する同行支援として２

４万円、グループホーム、ケアホーム家賃補

助として４０８万円、障害福祉サービスの利

用計画相談支援として１９５万円を、また、

児童福祉法の改正に伴い、重症心身障害児の

施設を利用している１８歳以上の障害者につ

いては、障害者自立支援法の療育介護へ移行

され、道のサービスから町へのサービスへ移

行されました分として２,５２０万円、さら

に、児童デイサービスが児童福祉法へ移行さ

れまして、児童発達支援及び放課後等デイ

サービス分として１,７７８万４,０００円

を、さらに、施設支援制度が生活支援及び施

設入所支援へ移行された分として１億９,８

６０万円、通所授産施設から就労継続支援及

び就労移行支援分として移行された分としま

して１億６９１万６,０００円の計上で、昨

年度より６,６００万円ほど増となってござ

います。

次に、１１１ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどに３、学童保育所設置事業費の一つ

飛びまして臨時職員賃金３１２万３,０００

円でございます。これにつきましては、学童

保育におけるグレーゾーン及び障害児の増加

に伴いまして、補助指導員の配置により、昨

年度より１２０万円ほど増となってございま
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す。

次に、１１３ページをお開きいただきたい

と思います。

上から７行目の５、子育て支援センター事

業費の一つ飛びまして臨時職員賃金４６５万

５,０００円であります。これにつきまして

は、一時保育の増加に伴いまして、昨年度よ

り臨時保育士の賃金が８０万円ほど増となっ

てございます。

次に、１１５ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどに２、施設維持管理事業費の修繕料

１７３万４,０００円でございます。これに

つきましては、東陽保育園の遊具及びフェン

スの修繕で、昨年度より約８７万円ほど増と

なってございます。

その欄の下から３行目、庁用備品５１万円

でございますが、これは、美幌保育園の平成

１４年度の複写機の更新でございます。

次に、１１７ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの一番下の段になります。子ど

ものための手当支給費業務委託料、子どもの

ための手当システム作成委託料６０９万円で

ございます。これは、新たな子どものための

手当支給に係る電算システムの作成委託料で

ございます。

その下の扶助費、子どものための手当２億

７,１１９万５,０００円でございます。これ

は、制度改正によりまして、３歳未満は１万

５,０００円、３歳以上小学校修了前までは

１万円、３歳以上小学校修了前の第３子につ

いては１万５,０００円、中学生は１万円

で、平成２４年６月からは所得制限ができま

して、例えば夫と専業主婦の場合で子供が１

人の場合は９１７万８,０００円以上、子供

が２人以上の場合は９６０万円以上というこ

とで、子供１人当たり５,０００円となるも

のでございます。

新年度の対象人数につきましては、３歳未

満が３７４人、３歳以上小学校修了前までが

１,２５３人、中学生は３７１人、合計１,９

９８人分を計上いたしたところでございま

す。

次に、１１９ページをお開きいただきたい

と思います。

このページは、災害救助費でありますが、

科目設定でございます。

次に、１２１ページをお開きいただきま

す。

衛生費で、総額は８億３,７３９万３,００

０円でございます。

一番上の一般事務費の負担金の三つ飛びま

して道東ドクターヘリ運航圏拡大等負担金１

２６万２,０００円でございます。これにつ

きましては、平成２１年度に道東圏、道北圏

に導入されましたドクターヘリについて、北

網地域は地理的要因などから空白地帯となっ

ておりましたが、このほど北見赤十字病院改

築に当たりまして、ヘリポートの設置が計画

されたことから、北網地域の２市８町の自治

体で協議した結果、全会一致で救急現場での

治療及び救急搬送時間の短縮などを含めた救

命医療を行うドクターヘリの必要性が確認さ

れ、釧路総合病院を基地病院とする道東ドク

ターヘリ運航調整委員会への経費の一部を負

担することにより参加することといたしたも

のであります。

その下の補助金、救急告示公的病院等運営

費補助金５００万円でございます。これにつ

きましては、先ほども御説明申し上げました

が、救急隊員が脳卒中等の症状があると判断

した場合、救急告示病院である網走脳神経外

科または北見の道東脳神経外科病院に直接搬

送するシステムを開始したことによりまし

て、社会医療法人明生会に対し運営費の一部

について助成するものでありまして、この助

成に対し、社会医療法人の公的病院に対し町

が助成した場合につきましては、特別交付税

が措置されることとなってございます。

このページの４、他会計負担事業費の負担

金でございます。美幌・津別広域事務組合負

担金１,０５６万９,０００円につきまして

は、火葬場の運営に要する一般会計からの負
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担金であります。

その下の水道事業会計負担金２４万９,０

００円につきましては、公共施設の無償給水

に係る一般会計からの負担金であります。

次の病院事業会計負担金２億１５９万９,

０００円でございます。これにつきまして

は、救急医療に要する経費として３,７９９

万１,０００円、高度医療に要する経費とし

て２,８３２万１,０００円、建設改良に要す

る経費として３,０９３万２,０００円、小児

医療に要する経費として１,４６５万円、そ

れから、小児救急医療に要する経費として

２,１６１万３,０００円、医師確保に対する

経費として２７万２,０００円、不採算診療

分として６,７３２万円、自治体病院の再編

経費改革プランとして５０万円を病院会計へ

繰り出すものでございます。

次の補助金の水道事業会計補助金８万６,

０００円につきましては、簡易水道に係る企

業債の利子分でございます。

その下の病院事業会計補助金２,９０９万

１,０００円につきましては、医師等研究・

研修費並びに基礎年金の拠出負担分、子ども

のための手当の経費の補助であります。

次の投資及び出資の１億５,１２６万１,０

００円でございますが、病院の企業債に係る

元金償還分として７,０８１万８,０００円、

それと、水道の簡易水道に係る企業債の元金

分として２１４万３,０００円、豊幌地区の

水道未普及地域解消事業に係る一般会計から

の出資金として７,８３０万円分でございま

す。

一番下の個別排水処理特別会計繰出金３,

０９４万８,０００円につきましては、地方

債の償還分として７３６万８,０００円、資

本費のルール分として９８８万７,０００

円、さらに、基準外分として１,３６９万３,

０００円を繰り出すものでございます。

次に、１２３ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の欄の一番下になります。飲用水水

質検査事業補助金７,０００円と、額は小さ

いのでありますが、妊婦及びゼロ歳児がいる

世帯における道の水質検査制度が廃止された

ことによりまして、町単独による水質検査の

助成分を計上したところでございます。

次の２、予防接種事業費の業務委託料、個

別予防接種委託料の３,８１１万６,０００円

でございます。これは、ジフテリア・百日

咳・破傷風混合ワクチン、風疹・麻疹混合ワ

クチンに加え、高齢者インフルエンザ接種、

ヒブワクチン、小児用肺炎球菌、子宮頸がん

ワクチン等の予防接種の計上分でございま

す。

次に、１２５ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の４、健康づくり事業費の、一つ飛

びまして臨時職員賃金１７３万７,０００円

でございます。これは、美幌町健康増進計画

の評価の年に当たりまして、より町民のニー

ズや課題を反映させるため、アンケートの実

施及び分析により健康増進計画を見直すため

の臨時職員１名の賃金で、緊急雇用創出推進

事業により実施するものでございます。

この欄の中ほどに業務委託料とあります。

一つ飛びまして特定健診委託料１８６万４,

０００円でございます。これは、集団健診に

おいて、新年度は貧血、尿潜血の２項目を追

加し、２１０名分の健診を予定しているもの

でございます。

次に、１２７ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目になります。保健福祉総合セ

ンター維持管理事業費の中ほど、業務等委託

料、運動指導業務委託料１,３２２万１,００

０円でございます。これにつきましては、

しゃきっとプラザの利用者の増に伴い、運動

指導士の強化を図るとともに、新たに３階ロ

ビーでの運動指導を実施するため、指導士の

報償費の増により、昨年度より約１５０万円

ほど増となってございます。

この段の下から４行目、庁用備品６０万

９,０００円とあります。これにつきまして

は、３階ロビーを運動室として活用するた
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め、クロスパネルを購入するものでございま

す。

次に、１２９ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどの３、ごみ処分場維持管理事業費の

業務等委託料でございます。第２期埋立処分

場閉鎖計画策定業務委託料５１８万７,００

０円の計上でございます。これにつきまして

は、防衛の補助により実施してきました第３

期埋立処分場が完成したことに伴い、第２期

の埋立処分場の閉鎖処理を実施するための実

施計画を策定する委託料でございます。

一つ飛びまして、施設維持管理等委託料の

ごみ処理場維持管理委託料７,８０８万６,０

００円でございます。これは、第３期埋立処

分場の完成に伴い、浸出液処理施設に係る薬

品の増及び作業員１名の増加に伴い、昨年度

より約１８０万円ほど委託料が増となってご

ざいます。

次に、１３１ページをお開きいただきたい

と思います。

第Ⅲ期埋立処分場造成事業でございます。

この業務等委託料の第Ⅲ期埋立処分場ガス抜

き管設置委託料６６万２,０００円につきま

しては、第Ⅲ期埋立処分場の供用開始によ

り、埋め立てすることにより発生いたします

ガス抜き管を設置する委託料でございます。

その下の自動車借上料１３５万８,０００

円につきましては、埋め立てする地盤の整備

及び覆土のための重機借上料でございます。

その下の事務用機器等借上料４万９,００

０円は、事務用のパソコン８月からの借上料

でございます。

原材料費５２万７,０００円につきまして

は、ごみ処分場内に設置いたします道路の規

制の看板、あるいはカーブミラー、クッショ

ンドラム等の資材を購入するものでございま

す。

次に、１３３ページをお開きいただきたい

と思います。

労働費でございます。総額は４,１０１万

２,０００円でございます。

労働対策事業費の業務等委託料の、一つ飛

びまして雇用対策事業委託料１,５００万円

でございます。これは、季節労働者を初めと

する雇用対策として、春季・冬季に町道、公

園、河川、学校等の支障木伐採や清掃、除雪

等の就労の場を確保するための委託料でござ

います。

この欄の一番下、貸付金２,３００万円で

ございます。これは、勤労者の住宅建設資金

貸し付けの原資として銀行へ預託するもの

で、原資の３倍枠まで融資されるものでござ

います。新築の限度額は５００万円で２件分

を、リフォームの限度額は３００万円で１件

分を見込み、継続分２５件分を合わせまして

計上いたしたところでございます。

次に、１３５ページをお開きいただきたい

と思います。

農林水産業費でございます。総額は４億

１,７０４万４,０００円でございます。

このページにつきましては、昨年度と大き

く変わりございません。

１３７ページをお開きいただきたいと思い

ます。

一番上の段の一般事務費の下になります。

補助金、てん菜作付奨励事業補助金８５０万

円でございます。これは、昨年に引き続き、

てん菜の作付の減反は、本町の製糖工場の存

続問題やこれらに関連します運輸関係の事業

業者が多い地域の経済全体に影響を及ぼすこ

とも懸念されることなどから、てん菜の作付

面積の維持及び作付を拡大する農業者に対し

て助成するものでございます。

次の２、農業担い手確保育成事業費の補助

金、新規就農者等支援事業補助金１,１２１

万６,０００円でございます。これにつきま

しては、新規就農者に対する助成で、農業従

事から５年以内で、資格取得、研修について

は１００％、機械購入につきましては３分の

２の補助率で、限度額は１００万円でござい

ますが、新年度は４名分を見込み、平成１９

年度からの継続分９名分と合わせまして計上

してございます。
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また、農用地等賃借料補助が５名、新規就

農者が取得した農地の固定資産税相当額の助

成分が２名、さらに、農地取得のために借り

入れた農地等取得資金２名分を計上してござ

います。

次に、１３９ページをお開きいただきたい

と思います。

みらい農業センター費の、一つ飛びまして

嘱託職員賃金８８０万９,０００円でござい

ます。これにつきましては、農業就労専門員

１名の増に伴いまして、昨年度より３９０万

円ほど増となってございます。

下のほうに行きまして、７、戸別所得補償

制度推進事業費、補助金、戸別所得補償制度

推進事業費補助金２９９万９,０００円でご

ざいます。これにつきましては、戸別所得補

償制度を円滑に推進するため、美幌町農業再

生協議会に対し交付事務に係る電算システム

のリース料及び事務経費に対する補助でござ

います。

次に、１４１ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の補助金、環境保全型農業直接支援

対策事業補助金４９４万２,０００円でござ

います。これにつきましては、環境に優しい

農業に取り組む有機農業や、土づくり、化学

肥料や化学合成農薬の使用料の低減に取り組

むエコファーマーに対して、１０アール当た

り８,０００円が助成されるもので、このう

ち２分の１の４,０００円は国から直接農業

者へ支払われます。残りの４,０００円のう

ち、道が２,０００円、町が２,０００円助成

するものでございます。有機農業につきまし

ては２件で３.７０３ヘクタールを予定し

て、エコファーマーは１４件で８.６５１ヘ

クタールを予定してございます。

次の段の中ほどに３、牧野維持管理事業費

３,４６４万２,０００円とございます。これ

につきましては、峠牧場について、本年３月

に株式会社美幌峠牧場振興公社を解散し、４

月からは直営による運営となります。したが

いまして、夏期放牧のみで、舎飼いにつきま

しては新年度の放牧をもって終了することと

いたしました。

このため、新年度予算につきましては、公

社職員から嘱託職員へ切りかえるとともに、

公社への委託料がなくなったことから、肥料

等の消耗品や機械の借上料など直接経費の計

上により、昨年度より約８００万円ほど増と

なってございます。

次に、１４３ページをお開きいただきたい

と思います。

真ん中になります。２の道営土地改良事業

費の負担金、経営形態の美禽地区、その下の

田中地区、豊栄地区、昭美地区につきまして

は、工事内容について、後ほど副町長より御

説明申し上げます。

この欄の一番下にあります土地改良調査計

画事業美幌昭美地区負担金４１５万円でござ

いますが、これにつきましては新規で、昭

野、美和、栄森の３地区の畑総事業に係る計

画樹立に伴う負担金で、事業費８３０万円の

２分の１の計上でございます。

次に、１４５ページをお開きいただきたい

と思います。

中ほどの欄になります。みどりの村運営事

業費の負担金、みどりの村振興公社管理運営

費負担金２,１０６万８,０００円でございま

す。これにつきましては、公社の職員の退職

に伴いまして、職員体制の見直しにより、契

約職員及び嘱託職員の変更により、昨年度に

比べ約１,７００万円ほど減となってござい

ます。

次に、１４７ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の２、林業推進事業費の、下のほう

になります。補助金、町産材活用促進事業補

助金１,２００万円でございます。これは、

ＦＳＣ認証材を活用した新築または増改築を

する方へ建設費の一部を助成するもので、認

証材１立方メートル当たり４万円の、限度額

は１００万円で、１５棟分を計上してござい

ます。

その下の間伐材安定供給コスト支援事業補
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助金１７５万５,０００円でございます。こ

れにつきましては、峠の湯のチップボイラー

の導入に伴い、チップ供給コスト支援のた

め、加工業者である森林組合と間伐材等安定

取引協定に基づく取引を行うことにより、伐

採、搬出、運搬等のコスト削減のため、昨年

度より２年間で助成されるもので、新年度は

１立方メートル当たり１,５００円の助成

で、１,１７０立方メートルを見込んでござ

います。

その下の積立金８万１,０００円につきま

しては、未来への森林づくり基金の利子の積

み立てでございます。

このページの一番下、森林経営計画認定等

事業費の交付金、森林整備地域活動支援交付

金７２０万円でございます。これにつきまし

ては、森林所有者に対し計画的な森林施業を

行えるよう作業路網の改良と、森林経営計画

を作成した森林所有者を対象に交付されるも

のでありますが、交付額が５,０００円から

４,０００円に変更されたところでありま

す。新年度の対象面積は１,８００ヘクター

ルを予定してございます。

次に、１４９ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の一番下になります。補助金、未来

につなぐ森づくり推進事業補助金でありま

す。４,０３０万円。これは、民有林の伐採

跡地に確実な植林を行う事業に対し支援する

もので、今年度は２５０ヘクタールを予定

し、全体事業費では１億５,５００万円で、

町が２６％を助成することにより１６％分が

道から町へ助成されるものでございまして、

実質的な町の負担は１,５５０万円となるも

のでございます。

次の段の町有林造林事業費の業務等委託料

の、一つ飛びまして造林作業委託料１,２６

７万６,０００円でございます。これは、町

有林の造林に係る委託料で、新年度は除間伐

が５.２４ヘクタール、造林が１８.４４ヘク

タール、下刈りが３５.１６ヘクタール実施

するものでございます。

次に、１枚飛ばしまして１５３ページをお

開きいただきたいと思います。

商工費でございます。総額は３億６,８５

１万３,０００円でございます。

一番上の商工総務推進事業費の業務等委託

料、太陽光発電システム設置モニター委託料

２００万円でございます。これは、太陽光発

電システムの一般家庭への普及促進のため、

モニターを条件に、１件当たり１０万円を限

度として助成するもので、２０件を予定して

計上してございます。

次の欄の真ん中にあります２、商店街活性

化事業補助金の、真ん中にあります町内消費

拡大セール事業補助金７５０万円でございま

す。これは、昨年度に引き続き、プレミアム

つきプリペイドチャージ事業で、１万円のス

マッピーカードに３,０００円のプレミアム

を加算し、２,５００枚限定で発行するため

の補助金でございます。

次に、１５５ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの下のほうになります。４、観

光施設維持管理事業費の一番下になります。

工事請負費、交流促進センター施設改修工事

４７４万８,０００円でございますが、これ

は、峠の湯の温泉用深井戸水中ポンプの更新

を行うものでございます。

次に、１５７ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の５、イベント推進事業費の一番下

になります。納涼花火大会補助金７５万円で

ございます。これは、美幌小学校グラウンド

において、８月の盆踊りに合わせて実施いた

します花火大会の開催に対する助成でござい

ます。

次の消費者対策事業費の業務等委託料、消

費者生活相談業務委託料３７５万３,０００

円でございます。これは、近年の貴金属の訪

問買い取りや健康食品の送りつけ販売等によ

るトラブルということで、年々巧妙な手口で

悪質化していることから、被害拡大防止のた

め消費者相談員を増員したことにより、昨年
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度より９０万円ほど増となってございます。

○議長（古舘繁夫君） 部長、今、商工費が

終わりましたね。

○総務部長（浅野俊伸君） はい。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩といたしま

す。再開を１時１５分といたします。

午後 ０時００分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、午前

中に引き続きまして、平成２４年度一般会計

予算について御説明申し上げますので、１５

９ページをお開きいただきたいと思います。

土木費で、総額は９億４,８３６万８,００

０円でございます。

このページの真ん中の段になります。一般

事務費、業務委託料、道路台帳修正業務委託

料２２０万５,０００円でございますが、こ

れは、平成２３年度に整備いたしました町道

７路線、延長３.５キロの道路台帳の整備分

でございます。

次に、１６１ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目、橋梁長寿命化修繕計画点検

委託料７００万円でございます。これは、町

道に係る橋梁の修繕及び整備計画を策定する

ため調査するもので、新年度は、橋の長さが

１５メートル未満が１１橋、１５メートル以

上が３９橋実施いたすものでございます。

その下、工事請負費とございます。横断管

渠布設替補償工事３００万円でございます

が、これは、道道北見端野美幌線、リリー山

スキー場の入り口からみどりの村の駐車場の

手前までになりますが、これに係る歩道造成

の工事に伴い、道路を横断しております暗渠

の横断管渠４カ所の布設替補償工事でござい

ます。

次の除雪対策事業費の下から５行目になり

ます。車両４,２００万円の計上でありま

す。これは、平成２年に導入いたしました除

雪トラックの更新で、社会資本整備総合交付

金で購入するものでございます。

次に、１６３ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目になります。道路橋梁建設改

良事業費の工事請負費、第１２１号道路とそ

の下の町道整備工事につきましては、後ほど

副町長より工事内容について御説明申し上げ

ます。

その下の土地購入費３５０万円と補償金６

５０万円につきましては、町道第１２１号道

路、これは、クレードル食品の国道を挟んで

北側になりますが、駒生川河川改修工事に伴

い、道路用地１,０５２平方メートルと物置

及び立木等の移転補償経費であります。

次に、１６５ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目になります。一般事務費の一

番下、印刷製本費１１９万９,０００円でご

ざいます。これは、都市計画図の在庫が少な

くなってきたことにより、新年度、１万分の

１と２万５,０００分の１の図面を作成する

ものでございます。

次の公園維持管理事業費の中ほどに公園長

寿命化計画策定業務委託料５００万円とござ

います。これにつきましては、今後の公園整

備に係る計画を策定するための遊具等の点検

調査で、新年度は２１カ所の公園を実施する

ものでございます。

その下、７行目、工事費、簡易水洗トイレ

設置工事９２万４,０００円と、二つ飛びま

して、その他６０万９,０００円とございま

す。これにつきましては、南町公園及び美園

公園に設置いたします簡易水洗トイレ２基分

の設置工事で、その下のその他の部分につい

ては、簡易水洗トイレ２基の購入費でござい

ます。

次に、１６７ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の公共下水道繰出事業費、繰出金、

公共下水道特別会計繰出金３億２,７１０万
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円でございます。これにつきましては、雨水

処理に要する経費、地方債償還金、水洗便所

普及費、汚水処理費、その他基準外の繰り出

しで、一般会計から繰り出しするものでござ

います。

その下の段の一般事務費の補助金の欄でご

ざいます。住宅リフォーム促進補助金２,１

００万円でございますが、住宅をリフォーム

する人に対し、その住宅が建設後５年以上経

過したもので町税等に滞納がないことなどを

条件に助成するもので、対象工事費は５０万

円以上、補助率は工事費の２０％以内、ただ

し、限度額は５０万円でございます。新年度

は７０件を見込み、計上いたしたところでご

ざいます。

その下の住宅耐震改修補助金１５０万円で

ございますが、これは、昭和５６年５月３１

日以前に建てられた住宅で、町税等に滞納が

ないことを条件に、耐震改修工事を実施する

方に対し助成するもので、工事費が２０万円

未満は全額、２０万円以上２００万円未満に

ついては２０万円、２００万円以上は３０万

円を上限として助成するもので、新年度は５

件を見込んで計上いたしたところでございま

す。

次の住宅維持管理事業費の、下のほうにな

ります。実施設計等委託料、灯油集中供給設

備改修実施設計委託料５５０万円と、一つ飛

びまして工事請負費、灯油集中供給設備改修

工事３,４７６万８,０００円でございます。

これにつきましては、町営住宅で各階に灯油

の供給施設がない仲町、三橋南、美富、南公

住の４団地２１棟４２０戸に、新年度より

２カ年で設置するものでございます。新年度

は、４団地に係る実施設計と仲町団地８０

戸、三橋南８０戸、美富団地８０戸の１１棟

２４０戸を社会資本整備交付金により設置す

るものでございます。

次に、１６９ページをお開きください。こ

れは飛ばしてください。

１７１ページでございます。

消防費で、総額は４億６,２８３万９,００

０円でございます。この内容につきまして

は、後ほど副町長より御説明申し上げます。

次に、１７３ページをお開きいただきたい

と思います。

教育費でございます。総額９億４,８９７

万２,０００円でございます。

真ん中の段の事務局費の一番下になりま

す。積立金３万円につきましては、学校施設

整備基金の利子の積み立てでございます。

一番下の教育振興事業費の二つ目、臨時職

員賃金４２５万円の計上でございます。これ

につきましては、昨年の４月の法改正により

まして、小学校１年生の学級編成基準が４０

人から３５人へと引き下げられ、平成２４年

度からは２年生についても３５人と引き下げ

られることになりました。したがいまして、

３年生以上は４０人学級へ編成替する必要と

なるため、新年度、旭小学校の３学年が３９

名の予定であることから、小学３年生までの

低学年について、町単独により期限つき教諭

を配置し、３５人学級を実施するもので、そ

の教諭に対する賃金でございます。

次に、１７５ページをお開きいただきたい

と思います。

このページは、昨年と大きく変わりござい

ません。

次の１７７ページについても同様でござい

ます。

次に、１７９ページでございます。

中ほどに工事請負費、東陽小学校屋体・渡

り廊下外壁改修工事９１４万６,０００円と

ございます。これにつきましては、東陽小学

校は、校舎が昭和６０年、屋体が昭和６３年

に建設されておりますが、築２１年から２４

年経過し、老朽化によります渡り廊下の雨漏

り防止と屋体の外壁改修を実施するものでご

ざいます。

一つ飛びまして、教育備品９５万５,００

０円でございます。これにつきましては、美

幌小学校の運動会用ワイヤレスチューナーと

東陽小学校の平成１３年度導入しました複写

機の更新、さらに、旭小学校の回転黒板を購
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入するものでございます。

次の段の教育振興事業費の、一つ飛んで教

育備品５７０万８,０００円でございます。

これにつきましては、平成１７年度導入いた

しました教育用コンピューターの更新で、美

幌小学校が５台、東陽小学校が５台、旭小学

校７台、合計１７台を更新するものでござい

ます。

この欄の一番下、扶助費、要保護・準要保

護児童就学援助費１,１２８万１,０００円で

ございます。これにつきましては、生活困窮

世帯に対し、学用品、給食費、修学旅行、体

育実技用具等の扶助でございますが、対象人

数の増により、昨年度より約１３０万円ほど

増となってございます。

次に、１８１ページをお開きいただきたい

と思います。

上から２段目の欄になります。学校管理事

業費の消耗品費のところでございます。６８

０万９,０００円でございますが、これは、

学校配当の消耗品及び教科書改訂に伴う教師

用指導図書の購入により、昨年度より２１０

万円ほど増となってございます。

次に、１８３ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の下から９行目になります。機械器

具６７万１,０００円とございます。これ

は、美幌中学校の芝生の管理用自走式スプリ

ンクラー及びホースの購入分でございます。

一つ飛びまして、教育備品１１０万３,０

００円でございます。これは、美幌中学校の

平成１５年に導入しました印刷機の更新でご

ざいます。

次の段の教育振興事業費の、一つ飛びまし

て教育備品２０９万円でございます。これに

つきましては、視聴覚教材ソフト及び楽器の

整備で、美中にはティンパニ２台、北中には

アルトサックス及びホルン、ユーフォニアム

を購入するものでございます。

この下の一番下の扶助費、要保護・準要保

護生徒就学援助費１,１３８万４,０００円で

ございますが、これも小学校と同じように人

数の増と、中学校の部分では、新年度からク

ラブ活動費、それと柔道着を新たに対象とし

たことにより、昨年度より約３３０万円ほど

増となってございます。

一番下の特別支援学級事業費、人夫賃等２

５４万２,０００円でございますが、これ

は、生徒の学校生活支援のため、介助員の賃

金でありますが、新年度から美幌中学校に新

たに１名配置するもので、昨年度より１２５

万８,０００円増となってございます。

次に、１８５ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの下のほうになります。

３、文化ホール整備事業の消耗品５１４万

４,０００円につきましては、文化ホールの

舞台及び照明、音響設備用の消耗品でござい

ます。

その下の修繕料３４０万２,０００円につ

きましては、町民会館に設置のピアノのオー

バーホールに係る修繕料でございます。

次の業務等委託料のうち下から４行目、文

化ホール舞台設備等作成委託料５０５万１,

０００円につきましては、舞台の平台及び壁

かけのタペストリーの作成委託でございま

す。

次に、工事請負費、文化ホール建築主体工

事、それと、その下の文化ホール建設電気設

備工事と、次の１８７ページになります。文

化ホールの機械設備工事、文化ホールの建設

外構等周辺整備工事につきましては、平成２

３年度債務負担行為に係る平成２４年度分の

工事費でございます。

その下の庁用備品１,０３４万５,０００円

につきましては、文化ホールのいす、テーブ

ル、大道具運搬車、指揮者台、譜面台、

ロッカー等の備品の購入であります。

その下の機械器具９５５万６,０００円に

つきましては、これも文化ホールに係るス

ポットライト、ビデオプロジェクター、スク

リーン等の機械器具を購入するものでござい

ます。

その下の積立金５万円につきましては、文
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化ホール建設基金利子の積み立てでございま

す。

次に、このページの下になります。４、芸

術文化振興事業の負担金、一つ飛びまして、

芸術文化鑑賞事業負担金４００万円でござい

ます。これにつきましては、一つには８月２

１日、劇団四季による「こころの劇場」、１

２月７日にはＮＨＫの公開ラジオ番組「民謡

をたずねて」、２月２２日には札幌交響楽団

による「ほくでんファミリーコンサート」、

実施時期は未定でありますが、陸上自衛隊第

５音楽隊による演奏会、このほか、文化連盟

を中心とする実行委員会の鑑賞事業の負担金

でございます。

その下の文化ホールオープニング記念事業

負担金１２０万円であります。これにつきま

しては、現在、８月１９日オープンに向けて

準備を進めておりますが、実行委員会による

オープニング記念事業として、町民公募によ

り混声合唱「土の歌」を開催するための負担

金でございます。

一番下の補助金、ふるさとづくり事業補助

金２９２万円でございます。これは、吹奏楽

団指導者招聘技術講習会、さらに、みんなで

歌おう「よだかの星」の講習会、こどものた

めのクラシックコンサート、いにしえのしら

べコンサートなどを予定しての計上でござい

ます。

次に、１８９ページをお開きいただきたい

と思いますが、このページは昨年と大きく変

わりございません。

次に、１９１ページでございます。

真ん中の２、施設維持管理事業費の下から

３行目、庁用備品９９万６,０００円でござ

いますが、これは、図書館におけます平成１

２年度導入の複写機の更新でございます。

次に、１９３ページをお開きいただきたい

と思います。

一番上の消耗品費７５９万１,０００円で

ございます。これは、図書館で現在、保健師

やボランティアの方々との連携によりまし

て、幼児への読み聞かせの大切さや読書活動

の推進を図るため、ブックスタート事業を実

施しておりますが、新年度は、このブックス

タートの第２弾として、小学校１年生に入学

する児童を対象に、児童図書を配付する事業

を実施する分として、この消耗品の中に２１

万１,０００円を計上いたしております。

この欄の一番下、負担金、絵本作家招聘事

業負担金３７万９,０００円でございます。

これは、図書館フェスティバルの事業とし

て、絵本作家を招き、講演会、親子工作会、

原画展の開催に伴う図書館と歩む会への負担

分でございます。

次に、博物館運営事業費の下から６行目、

庁用備品８４万５,０００円とございます。

これは、博物館内の老朽化に伴う電話設備の

更新に係るものでございます。

次に、１９５ページをお開きいただきたい

と思います。

このページの下の段になります。文化財保

護事業費の５行目、人夫賃等１,０７０万７,

０００円でございます。これは、埋文の各種

開発行為に係る調査のほか、新年度は道営畑

総の田中地区の予備調査を実施するための賃

金でございます。

次に、１９７ページをお開きいただきたい

と思います。

スポーツ振興事業費の、下のほうにＢ＆Ｇ

スポーツ大会北海道大会負担金１０万円とご

ざいます。これは、Ｂ＆Ｇ海洋センター連絡

協議会主催のＢ＆Ｇスポーツ大会北海道大会

水泳の部が本年８月５日の日曜日に美幌町で

開催され、選手、役員含めて２５０名が予定

されております。その大会に対する負担分で

ございます。

この下の一番下の積立金５３万８,０００

円でございますが、これは、パークゴルフ場

及びゲートボール場施設整備基金の利子の積

み立てでございます。

次に、１９９ページをお開きいただきたい

と思います。

屋内体育施設維持管理事業費の修繕料５１

９万５,０００円とございます。これにつき
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ましては、スポーツセンターアリーナの暖房

用ダクトの修繕及び地下タンクのライニング

の修繕、さらに、消火ポンプの始動用蓄電池

修繕による修繕料で、昨年度より４７０万円

ほど増となってございます。

同じ欄の下のほうになります。

工事請負費、Ｂ＆Ｇ海洋センター改修工事

９０８万３,０００円でございます。これに

つきましては、Ｂ＆Ｇ海洋センターの給湯ボ

イラーの取りかえ、プールのろ過装置の砂交

換、プールサイドの床の改修を行うものでご

ざいます。

一つ飛びまして、教育備品１７万８,００

０円につきましては、トレーニングルームの

フラットアジャスタブルベンチを１台購入す

るものでございます。

次に、２０１ページをお開きいただきたい

と思います。

上の段の下から６行目、車両１００万円と

ございます。これは、パークゴルフ場等で多

目的に使用いたします小型トラック中古を１

台購入する分でございます。

その下の教育備品４１万５,０００円につ

きましては、あさひ多目的広場で使用します

サッカーゴール１組を購入するものでござい

ます。

次に、２０３ページをお開きいただきたい

と思います。

上から４行目になります。手数料８２万

８,０００円でございます。この手数料のう

ち、安全・安心な学校給食を提供するため、

自主的な衛生管理を行うために、食品理化学

検査、残留農薬検査を行うため、１５万３,

０００円を含んでございます。

それから、四つ飛びまして調理室内衛生管

理点検指導業務委託料２２万３,０００円で

ございます。これも自主的な衛生管理を実施

するために、給食センターの調理室内におけ

る２５カ所の衛生管理、点検調査を実施する

ための委託でございます。

次の２の施設維持管理事業費の三つ目でご

ざいます。修繕料５１４万７,０００円でご

ざいます。これにつきましては、調理用機械

の修繕で、連続炊飯器の炊飯がまの交換及び

冷蔵・冷凍庫のユニット交換などによりまし

て、昨年度より約２３０万円ほど増となって

ございます。

次に、２０５ページをお開きいただきたい

と思います。

公債費で、総額は１４億２,５１７万９,０

００円でございます。

まず、一番上の町債元金償還金、償還金利

子及び割引料１２億３,０９３万６,０００円

でございます。公債費の残額につきまして

は、平成２３年度末で１１１億７,７４６万

円で、今年度の償還額は１２億３,０９３万

６,０００円で、借入額は７億５,８４０万円

ですので、平成２４年度末の残高は１０７億

４９２万４,０００円となる見込みでござい

ます。

次の町債利子償還金につきましては１億

９,３０９万３,０００円を、一借利子につき

ましては１００万円を計上いたしておりま

す。

一番下の手数料１５万円につきましては、

市町村共済組合が引受先となりました登録債

借り入れの事務手数料でございます。

次に、２０７ページをお開きいただきたい

と思います。

職員給与費で、総額１３億６,３４１万９,

０００円でございます。

特別職給与の２,０６５万５,０００円につ

きましては、町長、副町長、英語指導助手

（ＡＥＴ）の３名分の給与でございます。

その下の一般職給につきましては、教育長

を含み１６６名分の計上でございます。

次に、２０９ページをお開きいただきたい

と思います。

予備費でございますが、前年度同様１００

万円を計上いたしております。

それでは、次に、歳入について御説明申し

上げますので、２０ページ、２１ページをお

開きいただきたいと思います。

歳入でございます。
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まず、町税でありますが、前年度より５６

８万円の増で２１億５,５７５万８,０００

円、率にしまして０.３％の伸びで計上いた

したところでございます。

まず、町民税でありますが、個人町民税で

ありますが、農業所得につきましては、作柄

にばらつきはあるものの、昨年度の実収入と

同様の見込みであります。ただし、当初予算

ベースの比較では、前年度より大きな伸びと

なってございます。

また、給与所得は、依然景気の低迷による

雇用状況の悪化から減少しておりますが、１

６歳未満の年少扶養控除の廃止及び特定扶養

控除の見直しなどによりまして、滞納繰越分

を含めた個人町民税全体では、前年度より

５,２９５万６,０００円増の８億４,６８７

万６,０００円を見込み計上いたしたところ

でございます。

法人町民税につきましては、まず、均等割

は大きな変動はありませんが、税割りでは、

景気低迷によりまして、建設、小売、卸売

業、サービス業関係は減少を見込んでおりま

す。滞納繰越分を含めた全体では、前年度よ

り１,６４４万２,０００円減の１億１,３６

１万６,０００円を見込んだところでござい

ます。

次に、固定資産税でございます。固定資産

税の土地は、評価替による地価下落により、

前年度より４８万７,０００円の減で１億９,

９３０万円を見込み、家屋につきましても、

評価がえによる経年補正のため、前年度より

３,１８８万１,０００円減の４億４,４９６

万８,０００円を見込み、償却資産税につき

ましては、食品及び農産加工関連の設備投資

などによりまして、前年度より４３９万７,

０００円の増で１億９,８８７万２,０００円

を見込み、滞納繰越分を含めた全体では、前

年度より２,８９８万４,０００円減の８億

５,０５８万８,０００円を計上いたしたとこ

ろでございます。

また、国有資産所在市町村交付金でありま

すが、これは、国や都道府県が市町村に土

地・建物を所有していても固定資産税は非課

税となることから、そのかわりに国有資産等

所在市町村交付金として市町村に交付される

ものでございまして、新年度は１,３０８万

２,０００円を見込んで計上いたしたところ

でございます。

次に、軽自動車税でありますが、特に４輪

乗用が依然増加傾向にあることから、全体で

前年度より６９万円増の４,３１６万３,００

０円を見込み計上いたしたところでございま

す。

次に、たばこ税でございますが、昨年度は

税率改正により大幅な減収を見込んでおりま

したが、税率アップが大きいこともあり、逆

に税収が伸びた実績などを考慮いたしまし

て、前年度より６９７万円の増の１億６,５

５４万７,０００円を計上いたしたところで

ございます。

次に、都市計画税でありますが、土地につ

きましては評価替による地価下落、家屋につ

きましては経年補正の減収から、前年度より

５４７万９,０００円減の１億２,２８８万

６,０００円を見込み計上いたしたところで

ございます。

次に、２３ページをお開きいただきたいと

思います。

地方譲与税でございます。

地方揮発油譲与税５,０００万円でござい

ますが、これは、地方揮発油税の４２％につ

いて、市町村の道路延長及び面積により案分

し、譲与されるもので、前年度より５００万

円増の５,０００万円で見込んでございま

す。

次の自動車重量譲与税でございますが、自

動車重量税の１,０００分の４０７につい

て、市町村の道路延長及び面積に案分して譲

与されるもので、前年度より３００万円増の

１億１,２００万円を見込んで計上いたした

ところでございます。

次の航空機燃料譲与税でございますが、航

空機燃料税の９分の２の割合で、航空機の騒

音により発する障害防止対策等に充てるため
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譲与されるもので、６万円を計上したところ

でございます。

一番下の地方道路譲与税、これは、平成２

１年度からの道路特定財源の一般財源化に伴

い、改正前の過年度分についての譲与に対す

る科目設定でございます。

次に、２５ページをお開きいただきたいと

思います。

利子割交付金でございます。これは、道民

税の利子割額の９９％の５分の３の相当額を

市町村の個人道民税の額で案分して交付され

るものでございまして、新年度は６００万円

を見込み計上いたしたところでございます。

次に、２７ページをお開きいただきたいと

思います。

配当割交付金でございます。これは、個人

に係る一定の上場株式の配当に対し、特別徴

収された税額のうち９９％の５分の３が交付

されるもので、新年度は２２０万円を見込

み、計上いたしたところでございます。

次に、２９ページをお開きいただきたいと

思います。

株式等譲渡所得割交付金、これは、個人の

所得税において、源泉徴収を選択した特定口

座における株式等譲渡所得に対し、特別徴収

される税額の９９％の５分の３が交付される

もので、６２万円を見込み、計上いたしたと

ころでございます。

次に、３１ページをお開きいただきたいと

思います。

地方消費税交付金、これは、地方消費税

は、流通段階では最終的な消費地を把握でき

ないことから、都道府県間において、一定の

基準により精算を行うこととなってございま

す。その精算を行った後の金額の２分の１に

相当する額を市町村の人口及び従業者数で案

分して交付されるもので、新年度は２億１,

２００万円を見込み、計上いたしたところで

ございます。

次に、３３ページをお開きいただきたいと

思います。

自動車取得税交付金であります。自動車取

得税の９５％の１０分の７相当額を市町村の

道路延長及び面積で案分し交付されるもの

で、新年度は２,６３０万円を計上いたした

ところでございます。

次に、３５ページをお開きください。

国有提供施設等所在市町村助成交付金、こ

れは、基地交付金とも言われるもので、自衛

隊が使用する演習場、弾薬庫、燃料庫に要す

る土地、建物及び工作物の固定資産に対し、

市町村の財政状況等を考慮して交付されるも

ので、５０万円を見込み、計上したところで

ございます。

次に、３７ページをお開きください。

地方特例交付金でございます。これは、平

成１８年度の税制改正に係る住宅借入金等特

別税額控除の適用者について、所得税から住

民税への税源移譲により、所得税で控除し切

れない税額控除額を住民税から控除すること

になったことから、住民税の減収分に対し補

てんされるための交付金でございまして、５

２０万円を見込んでございます。

次に、３９ページをお開きいただきたいと

思います。

地方交付税でございますが、新年度は地方

再生対策費及び地域活性化・雇用等対策費に

ついて一定の縮減を図った上で、地域経済基

盤強化雇用等対策費として整理統合されるほ

か、包括算定経費の減少などが見込まれるこ

とから、普通交付税にあっては前年度より

３,０００万円減の３７億４,０００万円を見

込み、特別交付税につきましては昨年同様

７,０００万円を見込み、総額３８億１,００

０万円を計上いたしたところでございます。

次に、４１ページをお開きください。

交通安全対策特別交付金でございますが、

交通反則金から事務費を除いた額を交通事故

の発生件数及び人口集中地区人口により算定

し交付されるもので、新年度は３７０万円を

見込み、計上いたしたところでございます。

次に、４３ページをお開きいただきたいと

思います。

分担金及び負担金で、総額は９,８７０万
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４,０００円でございます。

一番上の畑かん事業受益者分担金３０４万

７,０００円につきましては、古梅ダムの畑

かんに係る１０アール当たり２５０円の分担

金でございます。

その下の経営体育成基盤整備事業美幌美禽

地区分担金から畑総の豊栄地区の分担金１,

３３１万２,０００円の３本の事業につきま

しては、道営土地改良事業に係る受益者から

の分担金で、事業費の７.５％分でございま

す。

次の美瑛福祉寮入所者負担金は、入所者６

名分の負担金を見込み、２３７万７,０００

円を計上してございます。

その下の老人福祉施設入所者等負担金８９

８万５,０００円でございます。これにつき

ましては、町外の老人福祉施設に入所してお

ります１８名分の負担金を見込み、計上した

ところでございます。

その下の美幌地域３町障害程度区分認定等

審査会負担金２１９万７,０００円でござい

ます。これは、美幌、津別、大空の３町で実

施しております審査会の事務に係る負担金

で、津別町が２５.５８％、大空町が２６.６

４％、美幌町は４７.７８％になります。こ

の負担分でございます。

次の児童福祉費負担金の３,３９５万３,０

００円の３本の負担金でありますが、これ

は、美幌及び東陽保育園の保育料、それと子

ども発達支援センターの利用に係る国保連合

会からの給付費の負担金並びに利用者本人か

らの負担金３０名分を見込んで計上したとこ

ろでございます。

次に、４５ページをお開きいただきたいと

思います。

使用料及び手数料で、総額は３億４２５万

６,０００円でございます。

一番上の会館使用料６１８万円でございま

すが、町民会館の使用料で、新年度は第１

ホールの完成に伴い、料金体系の見直しによ

りまして、町民会館食堂使用料も会館使用料

に含めたことによりまして、前年度より約１

５０万円ほど増となってございます。

中ほどに農業使用料の、一番上にあります

牧場使用料１,３１６万２,０００円でござい

ます。これは、峠牧場の公社運営から町の直

営になることにより、使用料が町の収入とな

るため、昨年度より約１,１７０万円の増と

なってございます。

次に、４７ページをお開きいただきたいと

思います。

手数料につきましても、昨年と大きくは変

わりありませんが、下から３段目の農業手数

料の人工授精捕獲手数料５５万７,０００円

につきましては、峠牧場の公社運営から町の

直営による運営となるため、新規の計上でご

ざいます。

次に、４９ページをお開きいただきたいと

思います。

国庫支出金でございますが、各種国の制度

や事業実施に伴います負担金及び補助金等交

付金で、総額５億７,４１１万円でございま

す。

上から２段目になります。児童福祉費負担

金の子どものための手当負担金１億８,７８

３万３,０００円でございます。これは、制

度改正に伴い、昨年度より約９,３００万円

ほど減となってございます。

次の社会福祉費補助金の一番下でございま

す。社会資本整備総合交付金１８１万６,０

００円につきましては、コミュニティセン

ターの耐震化診断に要する交付金でございま

す。

次の、二つ飛びまして林業費補助金の下の

社会資本整備総合交付金６００万円でござい

ますが、これは、町産材活用の住宅助成金に

対する交付金でございます。

その下の商工費補助金、社会資本整備総合

交付金１００万円につきましては、太陽光発

電システム設置モニターに対する交付金でご

ざいます。

その下の道路橋梁費補助金の社会資本整備

総合交付金４,０２７万６,０００円につきま

しては、橋梁長寿命化計画策定に係る分とし
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て４２０万円、雪寒道路に係る除雪経費分と

して２４０万円、除雪トラック更新に係る分

として２,４０７万６,０００円、町道１２１

号道路整備に係る分として９６０万円、４本

の事業に対する交付金でございます。

その下の都市計画費補助金、社会資本整備

総合交付金２５０万円につきましては、公園

の長寿命化計画の策定に対する交付金であり

ます。

その下の住宅費補助金の社会資本整備総合

交付金４,３３１万円につきましては、公営

住宅の低所得者に対する家賃の助成分として

２,３９４万６,０００円、住宅の耐震化助成

分として３７万５,０００円、さらに、公住

の灯油集中供給設備改修分として１,８９８

万９,０００円の３本の事業に対する交付金

でございます。

次に、５１ページをお開きいただきたいと

思いますが、このページにつきましては昨年

度と大きく変わりはありません。

次に、５３ページであります。

道支出金でございますが、国庫支出金と同

様に、各制度や事業実施に伴います負担金及

び補助金並びに委託金で、総額は６億１,９

６１万８,０００円でございます。

中ほどに社会福祉費補助金の、下から３行

目になります。緊急雇用創出推進事業補助金

４９５万２,０００円でございますが、これ

は、産業廃棄物処理場で障害者によるペット

ボトル選別による指導員、それと、放課後の

デイサービスに加えた居宅介護サービス事業

におけます療育的な支援を行う保育士の雇用

分、さらに、障害者が気軽に集える交流活動

センターにおいての支援員、３本の事業に対

する補助金でございます。

一つ飛びまして、介護サービス利用者負担

軽減事業補助金３５０万８,０００円でござ

います。これは、緑の苑の移転改築に伴い、

低所得者に対する利用者負担対策のうち社会

福祉法人による利用者負担の軽減制度事業に

対する補助金で、事業費の４分の３が助成さ

れるものでございます。

その下の児童福祉費補助金の下から２行

目、地域づくり総合交付金５９万９,０００

円でございますが、これは、子ども発達支援

事業に対する補助金でございます。

その下の保健衛生費補助金の一番下になり

ます。緊急雇用創出推進事業補助金２７１万

４,０００円につきましては、美幌町健康増

進計画の見直しに伴うアンケートの実施及び

分析等の事務従事に係る１名の雇用に対する

補助金でございます。

次に、５５ページをお開きいただきたいと

思います。

農業費補助金の下から４行目になります。

緊急雇用創出推進事業補助金２７万６,００

０円につきましては、みらい農業センターに

おける障害者の農作物支援指導員の雇用に対

する補助金でございます。

次の戸別所得補償制度推進事業補助金２９

９万９,０００円につきましては、戸別所得

補償制度の交付事務に対する協議会への補助

でございます。

その下の食料供給基盤強化特別対策事業補

助金３,７７２万円でございますが、これ

は、道営土地改良に伴う田中地区、美禽地

区、豊栄地区に係る補助金でございます。

一番下の環境保全型農業直接支援対策事業

補助金２６４万１,０００円でございます

が、これは、有機農業及びエコファーマーに

取り組む農業者に対する補助金でございま

す。

次の林業費補助金の一番下になります。未

来につなぐ森づくり推進事業補助金２,４８

０万円でございます。これは、町有林の伐採

跡地の植林に対する補助金で、昨年度は補正

予算で計上したため、前年度より増額となっ

てございます。

一つ飛びまして社会教育費補助金、地域づ

くり総合交付金２５０万円でございます。こ

れは、埋蔵文化財発掘調査に係る交付金でご

ざいます。

次に、５７ページをお開きいただきたいと

思います。
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このページにつきましては、前年度と大き

く変わりございません。

次に、５９ページでございます。

財産収入でございますが、土地や建物等の

財産貸付収入として１,８６２万６,０００

円、さらに、利子及び配当金として１,１７

４万６,０００円、さらに、財産の売払収入

として２,２００万２,０００円の合計５,２

３７万４,０００円の収入を見込み、計上い

たしたところでございます。

まず、一番上の土地・建物貸付収入、貸家

料でございますが、１,４５１万円の計上

で、職員住宅及び教員住宅の家賃の収入でご

ざいます。

その下の貸地料は、４１１万６,０００円

でございます。これは、道警あるいは北電等

町有地の貸付料でございます。

下から３段目になります。２、立木売払収

入、一般林売払代１,２７９万８,０００円で

ございますが、これは、古梅、美和、栄森の

町有林の皆伐１４.４６ヘクタールの立木売

払収入でございます。

一番下の生産品売払代９２０万円につきま

しては、みらい農業センターの農産物の売り

払い分として６８０万円、さらに、峠牧場の

牧草ロールの売り払い分として２４０万円を

見込み、計上いたしてございます。

次に、６１ページをお開きいただきたいと

思います。

寄附金でありますが、これは科目設定でご

ざいます。

次に、６３ページでございます。

繰入金でございますが、各事務事業への財

源の一部について、それぞれの基金から繰り

入れするもので、総額１億１,６６３万６,０

００円を見込み、計上いたしてございます。

なお、昨年度は文化ホール建設のため、教

育文化会館建設基金を５億８,４４３万１,０

００円計上いたしておりましたので、大幅に

減となっております。

次に、６５ページをお開きいただきたいと

思います。

繰越金でございますが、平成２３年度の繰

越額を１,０００万円として計上いたしてお

ります。

次に、６７ページをごらんいただきたいと

思います。

諸収入でございますが、ただいま御説明申

し上げてきました各費目に該当しない収入に

ついて、この諸収入に計上してございます。

新年度は総額４億７,８７４万９,０００円を

見込み、計上いたしたところでございます。

このページにつきましては、大きく昨年度

と変更はございません。

次に、６９ページをお開きいただきたいと

思います。

雑入の中ほどに地域海洋センター修繕助成

金４９０万円とございます。これにつきまし

ては、Ｂ＆Ｇ海洋センターの改修に係るＢ＆

Ｇ財団からの助成金でございます。

それから、８行下がりましてスポーツ振興

くじ助成金６５万円とございます。これは、

美幌中学校の芝生の管理用自走式スプリンク

ラー及びホースに対するｔｏｔｏの助成金で

ございます。

このページの下から２段目、移転等補償費

３００万円でございますが、これは、北見端

野美幌線の舗道造成工事に伴う横断管布設替

に伴う補償費でございます。

次に、７１ページをお開きいただきたいと

思います。

このページにつきましても前年度と大きく

変わりございませんので、７３ページをお開

きいただきたいと思います。

町債でございます。総額は７億５,８４０

万円の計上でありますが、内容につきまして

は第３表、地方債のところで御説明申し上げ

ましたので、内容説明については省略させて

いただきます。

以上、平成２４年度の一般会計予算につき

まして御説明申し上げましたので、よろしく

お願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） それでは、私のほ
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うから主要事業について御説明をさせていた

だきたいと思います。

初めに、各会計予算参考資料のほう、６１

ページをお開きいただきたいと思います。

４の国・道・団体営土地改良事業でござい

ます。これは、すべて道営土地改良事業の計

画概要でございます。

まず、一つ目の経営体育成基盤整備事業に

ついてでありますが、この事業は平成１５年

度に創設されたもので、従来ありました圃場

整備事業と土地改良総合整備事業を廃止、統

合したものであります。区域につきましては

美禽で、継続２年目となる事業であります。

ＪＡが行う暗渠排水、客土、これを５カ年計

画で実施するものでございます。

次に、二つ目の畑地帯総合土地改良事業で

ありますが、美幌田中地区は、昨年度から戸

別所得補償実施円滑化基盤整備事業というこ

とで、新規事業としてスタートしてございま

す。この事業は、戸別所得補償制度の本格実

施に当たりまして、麦、大豆などの生産拡大

や耕地利用率などの向上を図るために創設さ

れたものであります。区域につきましては、

報徳、田中、日並、瑞治の一部で、事業内容

につきましては、ＪＡが行う畑等面の整備で

ございます。昨年度から平成２８年度まで

６カ年の継続事業で、今年度につきまして

は、区画整理、暗渠排水、客土、除れきの面

整備事業を行おうとするものでございます。

それから、三つ目になります。美幌豊栄地

区についてであります。これは、今年度から

スタートする新規事業でございます。区域に

ついては、野崎、美富、豊幌、登栄、駒生の

一部で、平成３２年度まで９カ年の継続事業

であります。事業内容は、上と同じく、ＪＡ

が行います区画整理から除れきまでの面整備

事業で、今年度、区画整理と暗渠排水を行う

ものでございます。

このページは以上であります。

次に、７９ページをお開きいただきたいと

思います。

美幌・津別広域事務組合負担金の内訳でご

ざいます。

まず、津別との負担割合につきましては、

総務部門では議会費、監査委員費、予備費が

５０％ずつ、それから一般管理費が、美幌が

７９.２６％、津別が２０.７４％。

それから、次の衛生部門、火葬場関係につ

きましても、経常費が一般管理費と同じ負担

割合で、昨年より０.６８％美幌がふえ、津

別が減ってございます。これは、算定基礎と

しております国勢調査に伴う人口割の増減に

よるものであります。

それから、次の消防部門のほうでございま

すが、消防本部費と通信指令業務運営費につ

いては、美幌が７２.３２％、津別が２７.６

８％の負担割合であります。これは、人口割

と財政割の関係で、昨年より０.５１％美幌

がふえ、津別が減っております。

また、本年度から実施します消防救急デジ

タル無線施設整備事業費に係ります共通経費

につきましては、起債償還と公債費を含め、

５０％の負担割合となっているところであり

ます。

以下、美幌消防署費、公債費の車両等につ

きましては、すべて美幌分であります。

それから、消防の今年度の総事業費でござ

いますが、一番下の左側の欄、予算合計５億

１,９７３万７,０００円ということで、対前

年比２.１％の減となっております。これ

は、これまで計画整備をしてきました職員の

安全装備品、防火衣の整備完了等によるもの

でございます。

総事業費のうち美幌町分ということでは、

右下の欄、４億７,３４０万８,０００円が美

幌町の分担分でございます。

この主な事業としましては、昨年に引き続

きまして、防火意識の向上、自主防災組織の

育成、これを進めるとともに、職・団員の訓

練、指導に引き続き力を入れ、災害に強いま

ちづくりに努めてまいりたいと思います。

二つ目は、救急業務についてであります

が、救命効果の向上、そして、救急救命士な

どの救急隊員の人材育成に力を入れてまいり
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たいと思っております。

また、火葬場の運営でありますけれども、

利用者へのサービス向上、より効率的な管理

運営にも取り組んでいきたいと思っておりま

す。

そのほか、最後に、美幌・津別両町で共同

整備します消防救急デジタル無線施設の整備

でございますが、財源につきましては、平成

２３年度国庫補助、それから起債充当１００

％の財源により行い、事業整備費が３億８８

０万５,０００円、これを先般の広域組合議

会におきまして、平成２３年度補正予算とい

うことで議決をいただいております。実施に

つきましては、繰越明許により、新年度に

入ってから整備をする予定となっているとこ

ろでございます。

なお、新年度にこの欄で計上をしておりま

す分でありますが、これは北海道総合通信局

との無線許可等の協議に係る事務費の予算、

これを計上しているところでございます。

予算参考資料のほうは以上でございます。

続きまして、予算の工事関係の参考資料に

ついて御説明をいたしたいと思います。別と

じになっております図面等の参考資料をお開

きいただきたいと思います。

１ページのほうをお開きいただきたいと思

います。

まず、町道整備事業でございますが、これ

は番号順に御説明をいたしたいと思います。

まず、図面の右側、中段のところ、①の

１、それから①の２、これは稲美の町道第１

０号道路であります。これは、道が実施しま

す駒生川の改修工事に伴い、道負担で行うも

のであります。工事箇所、丸印で表示した部

分２カ所であります。

上の丸印、①の１、これは、こうりん斎場

北側に位置しております駒生川の支流、駒の

沢川の落差工を設置する工事であります。延

長は３７メートルであります。

その下の丸印の部分、①の２、これは、農

協加工馬鈴薯貯蔵庫前になりますけれども、

第７号橋の橋梁上部工事であります。昨年、

橋梁の下部工事を実施しておりまして、新年

度は車道幅員７.５メートル、歩道幅員２

メートル、総延長２４メートルの上部工を架

設して、橋梁が完成することになります。

それから、次に、図面の一番左側になりま

す。②町道第７５８号道路でございます。昨

年改良舗装しました野崎、すろー・らいふ美

幌からの続きとなっております。瀬尾さん宅

までの延長１３５メートル、車道幅員５メー

トルの改良舗装であります。

次に、その右下になります。③町道第７３

９、７４０号道路でございます。美富、河原

崎さん宅から細川さん宅を経て、太田さん宅

までの延長１６０メートル、幅員５.５メー

トルの改良舗装であります。

その次に、図面の一番上のほうの左側、④

の町道第２５９号道路、これは町民会館の裏

側の通りでございますが、東３条北４丁目、

小谷さん宅から町民会館までの延長１５２

メートル、車道幅員５メートルの改良舗装を

行うものでございます。この路線につきまし

ては、現在舗装されておりますが、地盤など

の影響から舗装の傷みが激しいため、平成２

２年度に実施しております南側の区間の改良

舗装に続きまして、この本区間の整備を行お

うとするものでございます。

次は、その右側になります。⑤番、町道第

２号道路であります。三橋南、三橋町１丁

目、小林さん宅から昭和石油までの、これは

両側の歩道、幅員３メートル、総延長２００

メートルの改良舗装であります。

最後になりますが、図面の右側の一番上に

なります。⑥町道第１２１号道路整備事業で

ございます。国道２４３号の稲美、竹下養豚

場から町道第１２０号道路に至ります未改良

区の間の延長２２１メートルの改良舗装工事

であります。新年度につきましては、西島さ

ん宅から竹下養豚場手前までの延長８０メー

トル、車道幅員５.５メートルの改良であり

ます。これは、社会資本整備総合交付金を予

定しまして整備を行おうとするものでござい

ます。
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以上、主要事業について御説明をさせてい

ただきましたので、よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 特別会計の説明

に入らせていただきます。

２７５ページでございます。

議案第２９号平成２４年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について御説明申し上げま

す。

平成２４年度美幌町の国民健康保険特別会

計の予算は、次に定めるところによるもので

ございます。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ２８億９,１８８万３,０００円と定

めるものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

３０５ページをお開き願います。

３、歳出について御説明いたします。

一番上の一般事務費の５,０３７万３,００

０円の主なものにつきましては、６名分の職

員人件費及びレセプト点検費等の臨時職員２

名の賃金と事務費等であります。

一番下の賦課徴収費の１６５万７,０００

円につきましては、国民健康保険税の賦課徴

収に係る経費等でございます。

次に、３０９ページをお開き願います。

２段下の退職被保険者等療養給付費１億

４,５０５万１,０００円と、次のページ、３

１１ページの一番上の退職被保険者等高額療

養費３,０９１万５,０００円につきまして

は、高額な治療に係る給付費の増及び受診単

価の増により、前年度より増額となってござ

います。

次に、３１５ページをお開き願います。

一番上の後期高齢者支援金２億９,１９７

万４,０００円につきましては、国が算定い

たしましたゼロ歳から７４歳までの現役世代

が後期高齢者医療制度へ負担する支援金でご

ざいます。

次に、３１７ページをお開き願います。

前期高齢者納付金８３万８,０００円、そ

の下の前期高齢者関係事務費拠出金２万９,

０００円につきましては、６５歳から７４歳

までの前期高齢者について、各保険者間の医

療費の財政調整制度に係る事務費拠出金分で

あります。

次に、３１９ページをお開き願います。

一番上の老人保健医療費拠出金５０万円、

その下の老人保健事務費拠出金１万９,００

０円につきましては、平成２０年４月から後

期高齢者医療制度がスタートしたことによっ

て、従来の老人保健医療制度が廃止されまし

たが、廃止後５年間は過誤納分を医療費請求

が見込まれることから、拠出金を計上してい

るところでございます。

次に、３２１ページをお開き願います。

介護納付金１億３,１３０万２,０００円に

つきましては、４０歳から６４歳までの２号

被保険者に係る分を社会保険診療報酬支払基

金に支払いするものでございます。

次に、３２３ページをお開き願います。

このページにつきましては、前年度と大き

く変わってございません。

次に、３２５ページをお開き願います。

一番上の健康づくり推進費５７９万１,０

００円につきましては、健康相談、健康教

育、啓発活動、脳ドック、高齢者インフルエ

ンザ負担等の事業推進に要する事業費並びに

事務費の負担となってございます。

その１段下の特定健康診査等事業費１,０

９９万９,０００円につきましては、平成２

４年度において、集団健診においては検査項

目に貧血、尿潜血の２項目、個別健診におい

ては心電図、貧血、尿潜血の３項目を追加

し、充実を図るものであります。

歳出は以上でございます。

次に、歳入を御説明申し上げますので、２

８４ページをお開き願います。

歳入について御説明申し上げます。

国民健康保険税、総額６億７,２１９万９,

０００円につきましては、前年度対比で１,

４２７万円の減額でありますが、後期高齢者

医療制度に移行する被保険者数の減並びに給
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与所得者の所得割の減、固定資産の評価がえ

による土地家屋の資産割の減によるものでご

ざいます。

次に、２８７ページをお開き願いたいと思

います。

一番上の国庫負担金の療養給付費等負担

金、現年度分５億３,９２５万３,０００円に

つきましては、保険給付費の３４％が国から

負担されるものでございます。

一番下の国庫補助金の財政調整交付金１億

１,５０９万５,０００円は、市町村の財政力

の不均衡を是正するため交付されるもので、

保険給付費の９％であります。

次に、２８９ページをお開き願います。

一番上の療養給付費等交付金１億４,３７

１万２,０００円につきましては、退職医療

に係る費用のうち退職者分の保険税以外に補

うことができない費用について、社会保険診

療報酬支払基金から交付されるものでござい

ます。

次に、２９１ページをお開き願います。

前期高齢者交付金５億８,０００万円につ

きましては、６５歳から７４歳までの加入者

の医療負担の保険者格差を調整するため、社

会保険診療報酬支払基金から交付されるもの

でございます。

次に、２９３ページをお開き願います。

上から３段目の道補助金の財政調整交付金

１億６６万７,０００円につきましては、保

険給付費の７％が道から交付されるものでご

ざいます。

次に、２９９ページをお開き願いたいと思

います。

一番上の保険基盤安定繰入金軽減分８,９

６８万７,０００円につきましては、保険税

の負担能力が低い低所得者に対する保険税軽

減分、２割、５割、７割について、一般会計

に収入される道負担金を繰り入れするもので

ございます。

その下の保険基盤安定繰入金支援分２,１

３５万２,０００円につきましては、保険税

の軽減対象の５割、７割となった一般被保険

者数に応じた平均保険税の一定割合を公費

で、一般会計に国、道から収入される分を繰

り入れするものでございます。

その下の、一つ飛んで国民健康保険基金繰

入金１億７,０５３万円につきましては、一

般事務費の不足、保険税の不足を補てんする

ため繰り入れするものでございます。

なお、平成２４年度末基金残高の見込みに

つきましては、１億７,４５５万５,０００円

の見込みであります。

国民健康保険特別会計は以上でございま

す。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩します。再

開は２時半といたします。

午後 ２時２２分 休憩

────────────────

午後 ２時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

民生部長。

○民生部長（馬場博美君） ３４１ページを

お開き願います。

議案第３０号平成２４年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について御説明申し上げ

ます。

平成２４年度美幌町の後期高齢者医療特別

会計の予算は、次に定めるところによるもの

でございます。

第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億６,３２４万４,０００円と定める

ものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

３５９ページをお開き願います。

一般事務費の１,４１２万３,０００円の主

なものにつきましては、職員１名分の人件費

と事務費であります。

その下の徴収費３０万１,０００円につき

ましては、後期高齢者医療保険料の賦課徴収

に係る経費でございます。

次に、３６３ページをお開き願います。

後期高齢者医療広域連合納付金２億４,８
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３６万円につきましては、被保険者の増及び

医療費の増により、前年対比２,１８９万４,

０００円の増額となっております。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、３４８ページをお開き願います。

一番上の後期高齢者医療保険料、総額１億

７,８４９万９,０００円につきましては、北

海道後期高齢者医療広域連合では平成２４年

４月から、所得の伸びを抑え、中間所得層の

負担を緩和するため、保険料の限度額を現行

の５０万円から５５万円に引き上げし、所得

割については現行の１０.２８％から１０.６

１％に、均等割は４万４,１９２円から４万

７,７０９円に改正されたこと、及び被保険

者数の増により、前年対比１,５６０万３,０

００円の増額となってございます。

次に、３５３ページをお開き願いたいと思

います。

一番上の一般会計繰入金、事務費繰入金

２,２８７万円につきましては、広域連合へ

の事務費負担金と町の事務費の繰入金であり

ます。

その下の保険基盤安定繰入金６,０７９万

２,０００円につきましては、保険料の低所

得者に対する２割、５割、７割の軽減分につ

いて、一般会計で収入される４分の３の道負

担金に町の負担分４分の１を加えて一般会計

から繰り入れするもので、低所得者の軽減対

象者の増により、前年対比４０９万２,００

０円の増となってございます。

後期高齢者医療特別会計につきましては以

上でございます。

次に、３７５ページをお開き願います。

議案第３１号平成２４年度美幌町介護保険

特別会計予算について御説明申し上げます。

平成２４年度美幌町の介護保険特別会計の

予算は、次に定めるところによるものでござ

います。

第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１４億５,０７０万３,０００円と定め

るものでございます。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

４００ページをお開き願いたいと思いま

す。

平成２４年度の美幌町介護保険特別会計予

算につきましては、平成２４年３月に策定い

たしました平成２４年度から平成２６年度ま

での美幌町高齢者保健福祉計画、第５期介護

保険事業計画に基づき介護保険事業等の予算

を見込み、予算を計上しているところでござ

います。

４０１ページの一般事務費の３,５９７万

円の主なものにつきましては、職員４名分の

人件費及び事務費等でございます。

その２段下の賦課徴収費３７万１,０００

円につきましては、介護保険料の賦課徴収に

係る経費等でございます。

４０４ページをお開き願いたいと思いま

す。

介護保険給付費、総額１３億４,２３９万

６,０００円につきましては、第５期介護保

険事業計画に基づくもので、特に居宅介護

サービス費９,１０８万９,０００円の増、そ

の下の施設介護給付費、前年対比６,６９２

万円の増になってございます。

次に、４０９ページをお開き願いたいと思

います。

下から５行目の短期宿泊利用サービス委託

料２９９万５,０００円につきましては、前

年度２５０日分から４００日分の利用者の増

から増額になってございます。

一番下の配食事業運営委託料２９９万４,

０００円につきましては、前年度６０人から

９０人の利用者数の増から増額になってござ

います。

４１３ページをお開き願います。

介護保険基金積立金１,４１０万４,０００

円につきましては、第５期介護保険事業計画

に基づき、平成２５年度分、平成２６年度分

の介護保険各種サービス費の積立金でありま

す。

なお、平成２４年度末基金残高の見込みに
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つきましては、８,５２３万２,０００円の見

込みであります。

歳出は以上でございます。

次に、歳入について御説明いたしますの

で、３８２ページをお開き願います。

介護保険料２億８,８５３万８,０００円に

つきましては、平成２４年度から平成２６年

度までの第５期介護保険事業計画に基づい

て、３年間の介護保険事業料を見込み、それ

に伴う平成２４年度分、１号被保険者分２０

％を普通徴収分、特別徴収分として計上して

ございます。

３８６ページをお開き願います。

３８６ページの国庫支出金の総額３億１,

７７０万６,０００円、次の３８８ページの

支払基金交付金、総額３億９,０３１万円、

それから、３９０ページの道支出金、総額２

億１,３５５万８,０００円、３９５ページの

一番上の介護給付金繰入金、その下の介護予

防事業繰入金及び、その下の包括的支援事

業・任意事業の繰入金につきましては、それ

ぞれ歳出の各種介護サービスに対するそれぞ

れの負担分を計上してございます。

そのページ一番下のその他一般会計繰入金

４,８０７万２,０００円につきましては、職

員給与費４名分及び事務費の繰り入れであり

ます。

介護保険特別会計は以上でございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 建設水道部長。

○建設水道部長（磯野憲二君） 予算書の４

２７ページであります。

議案第３２号平成２４年度美幌町公共下水

道特別会計予算についてを御説明申し上げま

す。

平成２４年度美幌町の公共下水道特別会計

予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ９億４,８４９万３,０００円と定め

る。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことのできる地方債につきま

しては、「第２表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

第３条、地方自治法第２３５条の３第２項

の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は、６億円と定める。

次に、４３０ページをお開きください。

第２表、地方債であります。

起債の目的でありますが、初めに、公共下

水道事業、限度額１,７２０万円でありま

す。公共汚水桝設置工事１０カ所２７０万円

と、道道北見端野美幌線汚水管移設工事２,

５４０万円のうち１,４５０万円分でありま

す。充当率は、公共下水道債１００％であり

ます。

その下、下水道資本費平準化債、限度額１

億３,５４０万円であります。平準化債は、

施設整備に投資しました起債の償還を耐用年

数に沿って平準化し、単年度の負担軽減を図

る目的で借り入れするものであります。

その下、公共下水道事業特別措置分、限度

額４,５３０万円であります。特別措置分

は、繰出基準の見直しにより、交付税措置に

関し借り入れしました地方債元利償還の７０

％から６０％に減額されたため、その差分を

特別措置として認められたものであります。

合計で１億９,７９０万円であります。

なお、起債の方法、利率、償還方法は、記

載のとおりであります。

次に、歳出から御説明しますので、４４８

ページ、４４９ページをお開きください。

３、歳出。

一般事務費の中の一般職給１,４２８万８,

０００円から職員共済費等４８３万８,００

０円まででありますが、職員４名分の人件費

等であります。

その下の業務委託料の中の使用料収納事務
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委託料２,２５２万５,０００円であります

が、下水道使用料の賦課徴収業務を水道事業

会計に委託しておりますので、全体調定件数

に対する下水道調定件数の割合４８.３７％

分を委託料として水道事業会計に支払うもの

であります。

その下の負担金の中の上から７行目、水道

事業会計負担金３２８万６,０００円であり

ますが、下水道排水設備の業務を水道事業会

計に委託しており、その負担金として、設備

主査の人件費の２５％と管路管理システムの

保守点検委託料を水道事業会計に支払うもの

であります。

その下、１目の一番下ですけれども、公課

費１,１９０万円でありますが、下水道使用

料等の仮受消費税と工事請負等の仮払消費税

の精算行為により納付すべき消費税でありま

す。

次に、２目の終末処理場の維持管理事業費

の中の燃料費９９８万３,０００円でありま

すが、処理場の施設を加温するために使用す

るＡ重油の燃料費であります。

その下の光熱水費２,５０９万７,０００円

でありますが、処理場と５カ所のマンホール

ポンプ場で使用します電力の電気料と処理場

の水道使用料であります。

その下、修繕料１,４６９万１,０００円で

ありますが、供用開始から３０年を経過して

いることから、処理場に係る機器類の修繕

と、管理車、運搬車の車検整備に係る整備費

用であります。

一番下の業務委託費の中の重金属水質分析

委託料１１８万円でありますが、放流水の水

質検査３３項目の委託料であります。

その下の産業廃棄物処理委託料１,２６０

万円でありますが、汚泥脱水ケーキの処分、

佐呂間町にあります民間の処理施設へ運搬処

分しておりますので、その処分費でありま

す。

次に、４５０ページをお開きください。

上から、処理場委託料、業務委託料１億

２,４０４万７,０００円でありますが、１８

名分の人件費を含む終末処理場の委託管理業

務委託料であります。

その下の器具７７万円は、低温高温期、漏

電遮断機テスター、設置抵抗器への機器の更

新であります。

その下の管渠維持管理事業費の中の修繕料

５００万円でありますが、マンホール１２カ

所、公共汚水桝３５カ所、雨水桝３カ所、管

渠閉塞等の修繕料であります。

その二つ下の管渠清掃委託料２２７万円で

ありますが、元町西１、２条、北１、２、３

丁目、それから大通り北１、２、３、４丁目

までの汚水管、延長６,４２２メートルの管

渠点検及び清掃委託料であります。

次に、３目の建設事業費の中の長寿命化計

画策定業務委託料２,０００万円であります

が、施設を更新する場合の長寿命化計画を策

定し、施設が現在どのような状態なのか等を

調査し、今後の更新計画を作成するための委

託料であります。

その下の工事請負費、公共汚水桝設置工事

２７０万円でありますが、公共汚水桝１０カ

所分の設置工事費であります。

その下、道道北見端野美幌線汚水管移設工

事２,５４０万円でありますが、道道の改良

工事に伴います花見橋付近の汚水管関係、３

００ミリの延長２５５メートルの移設工事で

あります。

次に、４５３ページです。

元金償還金４億９,１９９万３,０００円

と、その下の利子償還金１億３,７５３万円

でありますが、平成２３年度までに借り入れ

しました起債の元金と利子の償還でありま

す。

次に、歳入を御説明しますので、４３４、

４３５ページをお開きください。

２、歳入。

下水道受益者負担金等１５２万６,０００

円でありますが、継続分と資金分を合わせた

６件分の受益者負担金であります。

その下、一般会計負担金２,７０４万２,０

００円でありますが、し尿処理を下水道処理
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で行っておりますので、処理経費の１４％を

負担としていただくものであります。

その下、特別会計負担金３２５万円であり

ますが、個別排水処理会計の事務の一部を下

水道事業で行っていまして、人件費の一部を

負担していただいているものであります。

４３７ページ。

下水道使用料の３億７,０００万３,０００

円でありますが、現年度分の調定額３億７,

０２１万６,０００円に対し、収納率を平成

２４年見込みで９９.４％の３億６,７９９万

４,０００円とし、過年度分の調定額８０３

万６,０００円に対し、収納率、平成２３年

度見込みで２５％の２００万９,０００円の

合計であります。

４３９ページです。

公共下水道事業補助金１,０００万円であ

りますが、長寿命化計画策定のための補助金

でありまして、事業費２,０００万円の補助

率２分の１であります。

４４１ページ。

一般会計繰入金３億２,７１０万円であり

ますが、下水道事業の財源不足を一般会計か

らの繰り入れで補うものであります。

４４５ページ。

水洗便所改造等資金貸付金償還金６３万円

でありますが、継続の１戸分と今年度貸し付

け予定をしています２戸分の預託金の償還金

であります。

その下、道道北見端野美幌線汚水管移設工

事補償金１,０９０万円でありますが、道道

改良工事のための汚水管移設の補償金であり

ます。

次のページの７款につきましては第２表で

御説明いたしましたので、省略させていただ

きます。

次に、予算書の４６５ページをお開きくだ

さい。

議案第３３号平成２４年度美幌町個別排水

処理特別会計予算についてを御説明申し上げ

ます。

平成２４年度美幌町個別排水処理特別会計

予算は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算。

第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出

それぞれ７,７０７万３,０００円と定める。

第２項につきましては、事項別明細で御説

明申し上げます。

地方債。

第２条、地方自治法第２３０条第１項の規

定により起こすことのできる地方債につきま

しては、「第２表 地方債」で御説明申し上

げます。

一時借入金。

記載のとおりでございますので、４６８

ページをお開きください。

第２表、地方債であります。

起債の目的であります個別排水処理施設、

整備事業の限度額２,５４０万円でありま

す。今年度は１０戸を予定しておりまして、

下水道債につきましては充当率が１００％、

辺地債につきましては３戸予定しておりまし

て、充当率は７０％の２分の１であります。

次に、歳出から御説明しますので、４８

４、４８５ページをお開きください。

歳出。

一般事務費の中の手数料６万６,０００円

でありますが、使用料等の口座振込手数料で

ありまして、平成２３年度までの設置戸数２

５８戸のうち２５３戸分の口座振替手数料

と、平成２０年度までの設置予定の１０戸

分、６カ月分の口座振替手数料の合計であり

ます。

その下の負担金の中、公共下水道特別会計

負担金３２５万円でありますが、職員１名が

個別と下水の両会計で事務を行っていまし

て、人件費の４０％を下水道会計に支払うも

のであります。

その下の補助金の中の水洗改造等貸付資

金、利子補給補助金４万円でありますが、貸

し付けする水洗トイレ改造資金の利子を町が

補てんするものでありまして、新規貸付戸数

４戸分と、平成２３年度分以前の貸し付け６

件の残分の利子補給を計上しております。
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その下、貸付金８９万円でありますが、水

洗トイレの改造資金の貸付金４戸の新規貸付

戸数を見込んで計上しております。

次に、維持管理事業費の中の修繕料２４９

万９,０００円でありますが、浄化槽の上ぶ

たの交換及びブロアポンプ等の修繕による費

用であります。

その下の手数料３０７万５,０００円であ

りますが、汚泥処理手数料と浄化槽法による

水質検査手数料でして、平成２２年度以前の

開始分の２４０戸分と平成２３年度開始分の

１６戸分の手数料であります。３７０万５,

０００円です。

その下、施設維持管理等委託料の中の施設

保守点検委託料５５９万２,０００円であり

ますが、浄化槽法によります、４カ月ごとに

行います保守点検委託料と今年度設置分の軽

微な保守点検委託料であります。

３目建設事業費の中の工事請負費、個別浄

化槽設置工事２,７６５万７,０００円であり

ますが、今年度予定しています５人槽２個、

７人槽６個、１０人槽２個の計１０個分の工

事費であります。

次に、４８７ページです。

４８７ページは、元金償還の部分と、それ

から借り入れしました起債の元利と利子の償

還であります。

次に、歳入について御説明しますので、４

７３ページをお開きください。

歳入。

個別排水処理施設受益者負担金１７１万

８,０００円でありますが、今年度予定して

います５人槽２個、７人槽６個、１０人槽２

個の計１０個分の受益者分担金であります。

４７５ページです。

個別排水処理施設使用料１,７６７万５,０

００円でありますが、平成２３年度までに設

置しました２５６戸分と平成２４年度分に予

定しています１０戸分の使用料であります。

４７７ページです。

一般会計繰入金３,９４８万円であります

が、個別排水処理会計の財源不足を一般会計

で補っていただいているものであります。

飛びまして４８１ページです。

水洗便所改造等資金貸付償還金８９万円で

ありますが、歳出のところでも御説明いたし

ましたが、本年度の預託金の償還金でありま

す。

それから、次のページにあります町債につ

きましては、第２表の地方債で御説明しまし

たので省略させていただきます。

予算書の４９５ページをお開きください。

議案第３４号平成２４年度美幌町水道事業

会計についてを御説明申し上げます。

総則。

第１条、平成２４年度美幌町の水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。

業務予定量。

第２条、業務予定量は、次のとおりとす

る。

１、給水戸数は８,７００戸でありまし

て、平成２３年度当初より１３９戸減の計上

であります。

あとは記載のとおりでございますが、給水

戸数、総給水水量及び１日平均水量、それぞ

れ昨年より減となっておりますのは、人口の

減と節水の傾向による家庭用の使用料の減少

を見込んでおります。

収益的収入及び支出、第３条と、次のペー

ジ、４９６ページの資本的収入及び支出の第

４条につきましては、予算実施計画書及び説

明書で御説明申し上げます。

４９６ページです。

企業債。

第５条、起債の目的であります。

初めに、水道管路整備事業、限度額４,０

４０万円であります。対象工事は、配水管新

設工事１路線、汚水管布設替工事２路線、配

水管布設替補償工事３路線の計６路線であり

ます。

なお、充当率は企業債１００％でありま

す。

また、配水管補償工事３路線は、配水管の

残存価格分として補償費１,２９０万円が収
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入として見込まれることから、それを差し引

いた額を計上しております。

二つ目、水道施設整備事業、限度額２,１

７０万円であります。日並浄水場水質測定機

器整備、源水・上水色度計２台と田中加圧ポ

ンプ場計装設備遠隔通信装置２台分の機器更

新であります。

三つ目、水道未普及地域解消事業、限度額

３,６７０万円であります。豊幌地区水道未

普及解消のため、水道施設整備費でありまし

て、水道施設整備、豊幌加圧ポンプ場と水道

管路整備配水管新設工事であります。

四つ目、量水器収納筺設置事業、限度額

５,０４０万円であります。平成２４年度か

ら１４年間の計画で伸縮式の量水器筺に交換

整備するもので、平成２４年度は７００戸分

を計上しております。

なお、起債の方法、利率、償還につきまし

ては、起債のとおりです。

次に、４９７ページ。

一時借入金、第６条、それから、議会の議

決を経なければ流用することのできない経

費、第７条、他会計からの補助金、第８条

は、記載のとおりです。

４９９ページをお開きください。

予算実施計画書及び説明書の収益的収入及

び支出の収入であります。

給水収益４億１,３００万円であります

が、平成２３年度当初より２００万円減額し

て、８,７００戸分を計上しております。

件数と給水量を減らしましたのは、先ほど

も言いましたけれども、家庭用水給水量の減

少見込みによるものでございます。

給水工事手数料４４６万円でありますが、

給水工事１８５件の設計審査手数料と完成検

査手数料でありまして、新設９５件、改造４

０件、撤去５０件であります。

その下の雑収益の中の下水道使用料賦課徴

収受託料２,２５２万５,０００円であります

が、下水道使用料の賦課徴収業務を水道事業

会計で受けており、対象経費を調定件数割合

の４８.３７％いただくものであります。

その下の他会計負担金の中の公共施設無償

給水経費負担金２４万９,０００円でありま

すが、道路、公園にあります給水施設使用料

を一般会計から負担していただいているもの

であります。

２項の３目の雑収益の中の下水道排水設備

業務負担金３２８万６,０００円であります

が、下水道排水設備の業務を水道会計で行っ

ており、主査職の人件費の２５％と排水設備

台帳の管理システム使用料負担金でありま

す。

５０１ページであります。

収益的収入及び支出の支出であります。

原水及び浄水費につきましては、浄水場に

係る経費と嘱託職員１名と臨時職員２名分の

人件費を含む予算を計上しております。

このページの中ほど、委託料の中、浄水場

機械計装設備点検委託料１０４万円でありま

すが、浄水場の計装設備の延命を図るための

保守点検委託料であります。

その下、水源池清掃委託７３万円は、隔年

で水源池清掃を実施しております。

その下の浄水場乾燥汚泥収集運搬委託１１

５万円は、凝集汚泥を沈殿させて、天日乾燥

所から収集運搬処理を行うものであります。

手数料の中の浄水場運転管理業務派遣費

１,１６３万４,０００円につきましては、労

働者派遣２名分の費用を計上しております。

次に、５０３ページです。

配水及び給水につきましては、設備主査１

名の人件費を含む予算を計上しております。

この中の中ほどの委託料の一番下、量水器

検満取替委託料７０７万７,０００円であり

ますが、計量法によります８年ごとの量水

器、メーターを取りかえるもので、今年度は

１,３９５個を予定しておりますが、そのう

ち７００個は量水器収納筺設置事業で、伸縮

型に更新するため、資本的収支に計上してお

り、残り６９５個の取りかえ費用を計上して

おります。

５０５ページであります。

業務費であります。営業担当４名分と臨時
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筆生１名分６カ月分の人件費と、個人を委託

しています検針員委託の経費でございます。

この中ほどの委託料の中、検針業務委託料

３９０万６,０００円でありますが、検針業

務を市外地と郊外地区に分けて各月検針して

おりまして、おおむね１カ月、市外地区８,

３８０件を２名で、郊外地区１,６４０件を

１名の個人委託方式で検針しております。さ

らには１,３５０件の納付書配付の委託料で

あります。

一番下の４段目の総係でありますが、水道

主幹１名分の人件費を含む予算であります。

次の５０７ページであります。

ここに記載のとおりで、飛びまして５０９

ページに行かせてください。

資本的収入及び支出の収入であります。

企業債１億４,９２０万円でありますが、

第５条、企業債のところで御説明いたしまし

たので、省略させていただきます。

その後の２項の簡易水道等の施設整備事業

補助金９,４００万円でありますが、豊幌地

区水道未普及地域の水道施設整備及び配水管

新設の補助金であります。

その下の簡易水道等施設整備事業実施区

域、水道施設分担金２,６００万円でありま

すが、豊幌地区の給水を受けようとする者の

１件当たり２００万円の分担金１３件分であ

ります。

その下の水道管路整備工事負担金１,２９

０万円でありますが、道道３路線の道路工事

に伴います配水管布設替補償工事の補償費で

あります。

その下の一般会計出資金８,０４４万３,０

００円でありますが、一般会計出資金として

７,８３０万円、これは、豊幌地区の水道未

普及解消事業に係るものです。事業費の３分

の１を一般会計から支出させていただいてい

ます。

それと、もう一つは、旧簡易水道に係る企

業債元金の出資金に対するものの２１４万

３,０００円、これは、昭和５９年に借りま

した基準内繰出金であります。

５１１ページです。

資本的収入及び支出の支出であります。

浄水配水設備費でありますが、施設担当職

員２名と臨時職員１名６カ月分の人件費を含

む経費であります。

このページの中ほどにあります工事請負費

の水道管路整備事業等水道未普及地域解消事

業につきましては、後ほど予算工事関係参考

資料で御説明いたします。

水道施設整備事業２,１７０万円でありま

すが、先ほど言いました、一つは日並浄水場

におきます、設置後耐用年数を経過しまして

信頼性の確保が難しくなりまして、故障時の

部品調達も困難な状況になるために新たに機

器の整備を図るもので、源水・浄水色度計２

台を更新するものであります。

二つ目の田中加圧ポンプ場でありまして、

これも同じく耐用年数が経過しまして、新た

な機器に取りかえるための遠隔通信装置、田

中から日並なのですけれども、その２台を整

備を図るものであります。

その下の量水器筺取替費５,０４４万３,０

００円は、平成２４年度から１４年間をかけ

て行います量水器収納筺設置事業によります

伸縮型の量水器に取りかえ設置していただく

ものであります。

あとは記載のとおりでありまして、先ほど

も言いました工事請負費関係の参考資料で御

説明します。

先ほど下水道会計のほうで道道の部分を御

説明したけれども、２ページをお開きくださ

い。

平成２０年度予算工事関係参考資料の２

ページであります。

そこの公共下水道事業の管渠でございま

す。地区名は鳥里で、北見端野美幌線でござ

いまして、日甜の計量装置のスケール上から

花見橋の取りつけの手前まで、高盛土になり

まして、その下の下水道管が移設をすること

になっています。管径が３００ミリ、延長で

２５５メーターを移設するものであります。

次に、３ページをお開きください。
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水道管路整備事業であります。

工事の概要ですが、地図番号で①、図面の

右側中ほどになりますが、稲美の町道１０号

道路、こうりん前から南側交差点、町道１１

号と町道１２２号道路までなのですけれど

も、配水管新設工事であります。ダクタイル

鋳鉄管１００ミリ、延長１２６メートルと、

橋梁添架ポリエチレン管１００ミリ、延長３

４メートル、合わせまして１６０メートルの

工事でございます。

地図番号②、図面の下側、中ほどになりま

すけれども、美富の町道７３９号道路、７４

０号道路で、コーポヒルズ前、町道改良舗装

工事に伴いまして、既設配水管、塩ビ管、ダ

クタイル鋳鉄管７５ミリに延長１５０ミリ布

設替工事を行うものであります。

地図番号③の図面の中ほどになります。西

１北１の町道６０３号道路、瑞法寺法光殿の

南側の道路であります。老朽管更新で、既設

塩ビ管をダクタイル鋳鉄管１００ミリ、４３

メートルの布設替工事を行うものです。

地図番号④、図面の左上側になりますけれ

ども、美禽の道道嘉多山美幌線であります。

道道の凍雪害防止関連の工事で、八木宅前か

ら小南、小原宅前の道路改良舗装工事に伴い

まして、既設塩ビ管配水管をダクタイル鋳鉄

管７５ミリ、延長３８０メートルの布設替工

事を行うものであります。これは、補償の対

象となっております。

地図番号⑤、図面の左側中ほどにあります

が、美禽の道道北見端野美幌線であります。

道道の交安事業関連の大井機販前からみどり

の村の入り口までの町道６４８号までの道道

改良舗装、歩道造成工事に伴いまして、既設

塩ビ管１５０ミリ、１００ミリをダクタイル

鋳鉄管１５０ミリ、２８７メーター、同じく

１００ミリを４１６メーター、合わせて７０

３メートルの布設替工事を行うものでありま

す。補償の対象となっております。

地図番号⑥、図面の上、中ほどであります

が、鳥里の道道北見端野美幌線であります。

道道の交付金事業関連の日甜計量所から花見

橋前までの道路改良舗装工事に伴いまして、

既設管、ダクタイル鋳鉄管１５０ミリを、同

じくダクタイル鋳鉄管１５０ミリで、延長で

２６６メートル布設替工事を行うもので、補

償の対象となっています。

次に、４ページをお開きください。

水道未普及地域解消事業であります。

事業の概要でありますけれども、全体計画

は平成２２年度から平成２４年度までの３カ

年で、今年度が３年目であります。

図面番号①番、豊幌加圧ポンプ場でありま

すが、旧上美幌小学校グラウンド内に四角で

Ｐと表示しておりますが、そこの平成２３年

度実施しました鉄筋コンクリートづくりの配

水池８２.５立方メートルの１池の池の配水

池の上にコンクリートブロックづくりにて平

屋建てのポンプ室を設置するものでありま

す。床面積は９５平方メートルで、１棟であ

ります。

機械設備としては、排水ポンプ、これは西

地区用の２台、径が４０ミリで、日能力は１

９５立米になりますけれども、その２台。そ

れから、東地区用が２台、これは径４０ミリ

で、日量２３２立米の能力になりますけれど

も、２台を設置します。それで、その他とし

て電気計装設備、遠隔監視装置、流量計であ

ります。それから、非常用発電機、３５ＫＶ

Ａの１基を整備するものであります。

図面番号②の配水管新設であります。図面

の左側、国道２４０号、これは西側の第１号

配水管で、ダクタイル鋳鉄管７５ミリ、ポリ

エチレン管２０ミリから５０ミリの、合わせ

て延長２,７３７メートルを布設します。

図面の右側、広域農道で、町道９号道路に

なりますけれども、東側の第２号配水管で、

ダクタイル鋳鉄管７５ミリから１００ミリ、

ポリエチレン管２５ミリから５０ミリの、合

わせて４,０５９メートルであります。

両方合わせまして６,７９６メートルの整

備をするものであります。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。
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○議長（古舘繁夫君） 病院事務長。

○病院事務長（大村英則君） 議案第３５号

平成２４年度美幌町病院事業会計予算につい

て御説明をいたします。

予算書５２５ページをお開き願います。

新年度の予算計上では、経常経費のほか収

益的収支で医師、看護師の採用の予算と、資

本的収支でマンモグラフィー読影認定医の資

格を有する松岡医師の採用に伴い、専門性を

生かすために、新規に乳房エックス線撮影装

置、通常マンモグラフィーであります。その

購入と、更新のための医療機器の購入の予算

措置を行ったところであります。（「聞こえ

ない」と呼ぶ者あり）

第１条、平成２４年度美幌町病院事業会計

の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務予定量及び第３条、収益的収

支の予定額は、それぞれ記載の金額で定める

ものであります。

第４条、資本的収支の予定額として、資本

的支出に対し不足する額３,５５０万９,００

０円を過年度分損益勘定留保資金で補てんす

るものとして定めるものであります。

次に、５２６ページをお開き願います。

資本的収支の金額については記載のとおり

であります。

第５条、企業債であります。

医療機器等更新のため、限度額を７,４４

０万円として定め、起債の方法、利率等は記

載のとおりであります。

第６条、一時借入金の限度額と第７条、議

会の議決を経なければ流用することのできな

い経費については、それぞれ記載のとおりで

あります。

第８条、他会計から病院事業会計へ補助を

受ける金額として、一般会計からの補助金の

医師等研究研修費補助は医業費用の研究研修

費の対象経費の２分の１の補助を、基礎年金

拠出金、子ども手当経費は地方公営企業法の

ルール分としての補助を、次のページ、国保

会計からの補助金である直診施設健康管理事

業補助３０万円と、同じく直診施設整備事業

補助金としてマンモグラフィーの購入に係る

補助１,４４６万９,０００円を予定しており

ます。

第９条は、たな卸資産の限度額を定め、第

１０条で定める重要な財産の取得として、予

定価格が７００万円を超える医療機器の購入

として、乳房エックス線撮影装置一式、自動

血液測定装置一式を定めるものであります。

次に、５２９ページをお開き願います。

収益的収支であります。

医業収益では、入院・外来収益は、平成２

３年度の決算見込みを参考としてそれぞれ計

上し、その他医業収益の１、一般会計負担金

は、地方公営企業法のルール分繰り入れとし

て、救急医療の確保、小児医療に要する経費

は交付税の措置額相当額を、医師確保に要す

る経費はインターネットでの医師募集に係る

費用を、その他の医業収益は平成２３年度決

算見込みを参考として計上しております。

次に、５３１ページをお開き願います。

医業外収益として、一般会計補助金と国保

会計補助金については第８条で御説明した補

助を予定し、一般会計負担金については、高

度医療に要する経費として１００万円以上の

医療機器のリースに係る費用相当額を、建設

改良に要する経費として企業債の借入金利息

の３分の２の相当額を、小児医療に要する経

費として交付税措置相当額を、不採算地区病

院の運営に要する経費として平成２５年度ま

での６,７３２万円の交付税措置額を、公立

病院改革プランに要する経費として交付税措

置額をそれぞれ計上しております。

その他の収益は、平成２３年度の決算見込

みを踏まえた計上を行っております。

次に、５３３ページをお開き願います。

医業費用であります。

給与・手当の中で、医師給与は現員数８名

に対して２名の増で１０名の計上を、看護師

給与は２名の増加を見込み予算計上を行って

おります。

しかし、医師については２名の採用を見込

んで予算計上を行いましたが、２月中旬に１
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名から辞退があったところであります。

賃金については、臨時賃金として眼科の出

張医師の賃金の所要額を計上し、臨時職員に

つきましては現員数から２名増の計上となっ

ております。

材料費である薬品費、診療材料費、医療消

耗品は所要額を計上しております。

次に、５３５ページをお開き願います。

職員被服費以下各項目とも平成２３年度決

算見込みを参考とし、予算計上を行っており

ます。

次に、５３７ページをお開き願います。

委託料以下の経費については、それぞれ所

要額を計上し、減価償却費は、建物、構築

物、機器備品は減価償却費相当額の予算計上

であります。

次に、５３９ページをお開き願います。

研究研修費は、医師、看護師等コ・メ

ディカルが必要とする図書、学会、研修会等

の参加に要する経費を計上し、そのほかの経

費については所要額を計上しております。

次に、５４１ページをお開き願います。

資本的収支でございます。

収入では、一般会計出資金として、支出の

企業債償還元金の３分の２の相当額の繰り入

れを、国保会計補助金として、乳がん検診に

活用するためにマンモグラフィーの購入に充

てるため、１,４４６万９,０００円の補助を

予定しております。内訳としては、国保基金

充当額として１,０２６万９,０００円、国保

調整交付金として、国からの補助金４２０万

円であります。

企業債として、支出の医療機器更新などの

財源充当のため、起債による医療機器の更新

を行おうとするものであります。

次に、５４３ページをお開き願います。

支出であります。

建設改良費では、医療機器更新のために

８,８９６万８,０００円を計上し、新規にマ

ンモグラフィーの購入を、更新医療機器とし

て、生体情報モニター、手術台、無影灯、電

気メス、手術用開創器、眼科用検査装置、自

動血液測定装置、心電計、リハビリ用加硫装

置、内視鏡、電動診察台などの購入を行おう

とするものであります。

企業債償還金として、病院改築時に借り入

れを行った企業債の償還元金であります。

なお、収益的・資本的収支における町から

の繰入総額は、当初予算で３億２３１万８,

０００円で、交付税措置予定額２億８,７８

５万９,０００円を除く差し引き町負担額は

１,４４５万９,０００円となっております。

今回補正後の平成２３年度の町負担額４,

６８８万８,０００円と比較すると３,０００

万円ほど少ないのは、今回補正いたしました

不採算繰入金３,０００万円の違いでありま

す。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願い申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） 説明終わりですね。

─────────────────────

◎延会の議決

○議長（古舘繁夫君） お諮りします。

本日の会議は、これで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、本日はこれで延会することに

決定いたしました。

─────────────────────

◎延会宣告

○議長（古舘繁夫君） 本日は、これで延会

いたします。

午後 ３時２３分 延会
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